
訳
注
日
本
文
徳
天
皇
実
録
（
九
）

告　

井　

幸　

男

木　

本　

久　

子

中　

村　

み
ど
り

林　

原　

由
美
子

日
本
文
徳
天
皇
実
録
巻
第
三
　
起
仁
寿
元
年
正
月
尽
十
二
月

●
正
月
甲
戌
朔
︵
一
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

仁
寿
元
年
春
正
月
甲
戌
朔
。
帝
、
歳
賀
を
受
け
ず
。
諒
闇
未
だ
終
わ
ら
ざ
る
を
以
て
な
り
。

︻
現
代
語
訳
︼

仁
寿
元
年
春
正
月
一
日
。
天
皇
は
朝
賀
の
儀
を
受
け
な
か
っ
た
。
諒
闇
が
終
わ
っ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。

�

（
木
本
）

〈
訳
注
〉
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●
正
月
甲
申
︵
十
一
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

甲（
十
一
）申。
①
正
六
位
上
長
統
王
・
②
藤
原
朝
臣
真
数
・
③
紀
朝
臣
永
直
・
④
坂
上
大
宿
禰
当
岑
・
⑤
橘
朝
臣
数
雄
・
⑥
丹
墀
真
人
高
主
・
⑦
伴

宿
禰
三
宗
等
に
並
び
に
従
五
位
下
を
授
く
。
⑧
正
六
位
上
高
丘
宿
禰
百
興
・
⑨
高
狩
忌
寸
清
貞
・
⑩
春
良
宿
禰
薬
麻
呂
等
に
並
び
に
外
従

五
位
下
を
授
く
。
⑪
参
議
正
四
位
下
小
野
朝
臣
篁
を
近
江
守
と
な
す
。
⑫
参
議
正
四
位
下
藤
原
朝
臣
助
を
信
濃
守
と
な
す
。
左
兵
衛
督
は

故
の
如
し
。
⑬
参
議
従
四
位
上
伴
宿
禰
善
男
を
美
作
守
と
な
す
。
中
宮
大
夫
・
式
部
大
輔
は
故
の
如
し
。
⑭
従
五
位
下
藤
原
朝
臣
松
影
を

山
城
守
と
な
す
。
⑮
従
五
位
下
藤
原
朝
臣
正
世
を
河
内
守
と
な
す
。
⑯
外
従
五
位
下
上
毛
野
朝
臣
綱
主
を
和
泉
守
と
な
す
。
⑰
従
五
位
下

善
友
朝
臣
頴
主
を
摂
津
権
介
と
な
す
。
外
従
五
位
下
高
丘
宿
禰
百
興
を
尾
張
介
と
な
す
。
従
五
位
下
橘
朝
臣
数
雄
を
遠
江
守
と
な
す
。
⑱

正
五
位
下
楠
野
王
を
駿
河
守
と
な
す
。
⑲
従
五
位
下
小
野
朝
臣
貞
樹
を
甲
斐
守
と
な
す
。
⑳
正
五
位
下
橘
朝
臣
真
直
を
相
模
権
守
と
な
す
。

㉑
従
五
位
下
橘
朝
臣
末
茂
を
下
総
守
と
な
す
。
長
統
王
を
上
野
介
と
な
す
。
㉒
正
四
位
下
南
淵
朝
臣
永
河
を
下
野
守
と
な
す
。
従
五
位
下

坂
上
大
宿
禰
当
岑
を
出
羽
守
と
な
す
。
丹
墀
真
人
高
主
を
若
狭
守
と
な
す
。
㉓
良
岑
朝
臣
清
風
を
加
賀
介
と
な
す
。
㉔
従
五
位
上
紀
朝
臣

椿
守
を
越
中
権
守
と
な
す
。
㉕
従
五
位
下
三
原
朝
臣
朝
主
を
能
登
守
と
な
す
。
㉖
従
五
位
上
豊
階
公
安
人
を
丹
後
権
守
と
な
す
。
㉗
従
四

位
下
滋
野
朝
臣
貞
雄
を
但
馬
権
守
と
な
す
。
㉘
従
五
位
下
藤
原
朝
臣
秋
常
を
因
幡
守
と
な
す
。
㉙
藤
原
朝
臣
忠
岑
を
伯
耆
守
と
な
す
。
外

従
五
位
下
春
良
宿
禰
薬
麻
呂
を
出
雲
介
と
な
す
。
㉚
従
四
位
上
源
朝
臣
勤
を
阿
波
守
と
な
す
。
㉛
従
五
位
下
高
階
真
人
岑
緒
を
伊
予
守
と

な
す
。
㉜
従
五
位
下
物
部
首
広
泉
を
権
掾
と
な
す
。
内
薬
正
・
侍
医
は
故
の
如
し
。
㉝
従
五
位
下
小
野
朝
臣
千
株
を
土
左
権
守
と
な
す
。

右
近
衛
少
将
は
故
の
如
し
。
従
五
位
下
藤
原
朝
臣
真
数
を
筑
前
守
と
な
す
。
㉞
山
口
朝
臣
春
方
を
筑
後
守
と
な
す
。
㉟
外
従
五
位
下
内
蔵

朝
臣
雄
継
を
豊
前
介
と
な
す
。
従
五
位
下
伴
宿
禰
三
宗
を
鎮
守
将
軍
と
な
す
。
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︻
現
代
語
訳
︼

十
一
日
。
正
六
位
上
長
統
王
・
藤
原
朝
臣
真
数
・
紀
朝
臣
永
直
・
坂
上
大
宿
禰
当
岑
・
橘
朝
臣
数
雄
・
丹
墀
真
人
高
主
・
伴
宿
禰
三
宗
ら

に
従
五
位
下
を
授
け
た
。
正
六
位
上
高
丘
宿
禰
百
興
・
高
狩
忌
寸
清
貞
・
春
良
宿
禰
薬
麻
呂
ら
に
外
従
五
位
下
を
授
け
た
。
参
議
正
四

位
下
小
野
朝
臣
篁
を
近
江
守
と
し
た
。
参
議
正
四
位
下
藤
原
朝
臣
助
を
信
濃
守
と
し
た
。
左
兵
衛
督
は
元
の
通
り
と
す
る
。
参
議
従
四

位
上
伴
宿
禰
善
男
を
美
作
守
と
し
た
。
中
宮
大
夫
・
式
部
大
輔
は
元
の
通
り
と
す
る
。
従
五
位
下
藤
原
朝
臣
松
影
を
山
城
守
と
し
た
。
従

五
位
下
藤
原
朝
臣
正
世
を
河
内
守
と
し
た
。
外
従
五
位
下
上
毛
野
朝
臣
綱
主
を
和
泉
守
と
し
た
。
従
五
位
下
善
友
朝
臣
頴
主
を
摂
津
権
介

と
し
た
。
外
従
五
位
下
高
丘
宿
禰
百
興
を
尾
張
介
と
し
た
。
従
五
位
下
橘
朝
臣
数
雄
を
遠
江
守
と
し
た
。
正
五
位
下
楠
野
王
を
駿
河
守
と

し
た
。
従
五
位
下
小
野
朝
臣
貞
樹
を
甲
斐
守
と
し
た
。
正
五
位
下
橘
朝
臣
真
直
を
相
模
権
守
と
し
た
。
従
五
位
下
橘
朝
臣
末
茂
を
下
総
守

と
し
た
。
長
統
王
を
上
野
介
と
し
た
。
正
四
位
下
南
淵
朝
臣
永
河
を
下
野
守
と
し
た
。
従
五
位
下
坂
上
大
宿
禰
当
岑
を
出
羽
守
と
し
た
。

丹
墀
真
人
高
主
を
若
狭
守
と
し
た
。
良
岑
朝
臣
清
風
を
加
賀
介
と
し
た
。
従
五
位
上
紀
朝
臣
椿
守
を
越
中
権
守
と
し
た
。
従
五
位
下
三
原

朝
臣
朝
主
を
能
登
守
と
し
た
。
従
五
位
上
豊
階
公
安
人
を
丹
後
権
守
と
し
た
。
従
四
位
下
滋
野
朝
臣
貞
雄
を
但
馬
権
守
と
し
た
。
従
五

位
下
藤
原
朝
臣
秋
常
を
因
幡
守
と
し
た
。
藤
原
朝
臣
忠
岑
を
伯
耆
守
と
し
た
。
外
従
五
位
下
春
良
宿
禰
薬
麻
呂
を
出
雲
介
と
し
た
。
従
四

位
上
源
朝
臣
勤
を
阿
波
守
と
し
た
。
従
五
位
下
高
階
真
人
岑
緒
を
伊
予
守
と
し
た
。
従
五
位
下
物
部
首
広
泉
を
伊
予
権
掾
と
し
た
。
内
薬

正
・
侍
医
は
元
の
通
り
と
す
る
。
従
五
位
下
小
野
朝
臣
千
株
を
土
左
権
守
と
し
た
。
右
近
衛
少
将
は
元
の
通
り
と
す
る
。
従
五
位
下
藤
原

朝
臣
真
数
を
筑
前
守
と
し
た
。
山
口
朝
臣
春
方
を
筑
後
守
と
し
た
。
外
従
五
位
下
内
蔵
朝
臣
雄
継
を
豊
前
介
と
し
た
。
従
五
位
下
伴
宿

禰
三
宗
を
鎮
守
将
軍
と
し
た
。

︻
注
釈
︼
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①
正
六
位
上
長
統
王　
（
生
没
年
不
詳
）
舎
人
親
王
の
後
裔
か
。
斉
衡
三
年
（
八
五
六
）
三
月
甲
寅
（
十
一
日
）
条
に
「
従
五
位
下
清
原
真

人
長
統
為
大
学
頭
」
と
あ
り
、
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
清
原
真
人
を
賜
姓
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
承
和
十
三
年
（
八
四
六
）
七
月
辛

丑
（
二
日
）
に
は
、
岑
成
王
・
長
田
王
・
長
統
王
の
息
子
な
ど
三
十
九
人
に
清
原
真
人
が
賜
姓
さ
れ
て
い
る
。
本
日
条
に
お
い
て
上
野

介
と
な
り
、
そ
の
後
も
地
方
官
を
多
く
務
め
た
が
、
伊
勢
介
の
任
期
中
に
、
課
丁
二
百
十
八
人
を
大
帳
に
載
せ
ず
隠
蔽
し
た
こ
と
を
告

発
さ
れ
て
い
る
（
貞
観
三
年
（
八
六
一
）
七
月
十
四
日
紀
）。

②
藤
原
朝
臣
真
数　
（
生
没
年
不
詳
）
北
家
内
麻
呂
の
孫
で
、
福
当
麻
呂
の
息
。
本
日
条
が
初
見
。
本
日
条
に
お
い
て
筑
前
守
と
な
り
、
貞

観
二
年
（
八
六
〇
）
正
月
十
六
日
に
大
宰
少
弐
、
同
年
十
一
月
十
六
日
に
従
五
位
上
、
同
月
二
十
七
日
に
肥
後
守
、
同
十
二
年
二
月
十

四
日
に
散
位
か
ら
刑
部
大
輔
と
な
る
。

③
紀
朝
臣
永
直　
（
生
没
年
不
詳
）
船
守
の
孫
で
、
田
上
の
息
。
承
和
九
年
（
八
四
二
）
七
月
戊
午
（
二
十
六
日
）
に
民
部
少
丞
正
六
位
上

か
ら
伊
予
権
掾
と
さ
れ
た
の
が
六
国
史
上
の
初
見
。
こ
の
任
命
は
承
和
の
変
に
関
わ
る
左
遷
で
あ
っ
た
。
同
十
二
年
八
月
丙
子
（
二

日
）
紀
に
は
「
有
勅
、
召
配
流
人
（
中
略
）
伊
予
権
掾
正
六
位
上
紀
朝
臣
永
直
、
豊
前
権
掾
従
六
位
下
丹
墀
真
人
時
永
等
、
令
入
京
」

と
あ
っ
て
、
入
京
が
許
さ
れ
、
本
日
条
に
至
る
。
こ
の
後
、
斉
衡
三
年
（
八
五
六
）
正
月
丙
辰
（
十
二
日
）
に
陸
奧
守
と
な
る
。

④
坂
上
大
宿
禰
当
岑　
（
生
没
年
不
詳
）
田
村
麻
呂
の
孫
で
、
浄
野
の
息
。
承
和
九
年
（
八
四
二
）
七
月
戊
午
（
二
十
六
日
）
に
主
蔵
正
正

七
位
上
か
ら
豊
後
権
掾
と
さ
れ
た
の
が
六
国
史
上
の
初
見
。
こ
の
任
命
は
紀
永
直
（
注
釈
③
）
と
同
様
に
承
和
の
変
に
関
わ
る
左
遷
で

あ
る
が
、
入
京
が
許
さ
れ
た
記
載
は
六
国
史
上
み
ら
れ
な
い
。

⑤
橘
朝
臣
数
雄　
（
生
没
年
不
詳
）
島
田
麻
呂
の
孫
で
、
長
谷
麻
呂
の
息
。
本
日
条
が
初
見
。
こ
の
後
、
斉
衡
二
年
（
八
五
五
）
正
月
戊
子

（
七
日
）
に
従
五
位
上
と
な
る
。

⑥
丹
墀
真
人
高
主　
（
生
没
年
不
詳
）
承
和
五
年
（
八
三
八
）
七
月
、
准
録
事
と
し
て
遣
唐
使
に
加
わ
り
入
唐
し
た
。
翌
年
八
月
に
帰
朝
し
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た
際
に
は
第
九
船
の
指
揮
官
を
務
め
た
と
い
う
（『
東
洋
文
庫
』
所
収
「
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
」
第
五
章
注
二
五
参
照
）。
同
月
甲
戌
（
二
十

五
日
）
に
は
遣
唐
大
使
藤
原
常
嗣
な
ど
に
対
し
て
陸
路
は
避
け
て
入
京
す
る
よ
う
勅
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
「（
前
略
）
准
録
事

高
丘
百
興
・
讃
岐
権
掾
丹
墀
高
主
（
中
略
）
等
十
人
、
各
造
船
聯
次
入
都
耳
」
と
み
え
、
讃
岐
権
掾
を
兼
ね
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
同
年
九
月
丙
午
（
二
十
八
日
）
に
は
帰
朝
し
た
常
嗣
ら
に
対
す
る
詔
に
「
故
是
以
常
嗣
乎
始
天
、
水
手
爾
至
萬
天
爾
、
冠
位
上
賜
比
治
賜

不
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
高
主
に
も
位
が
与
え
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑦
伴
宿
禰
三
宗　
（
七
九
六
―
八
五
四
）
大
伴
駿
河
麻
呂
の
曾
孫
で
、
氏
上
の
孫
、
真
意
の
息
。
本
日
条
が
初
見
。
五
十
六
歳
。
卒
伝
（
仁

寿
四
年
（
斉
衡
元
年
・
八
五
四
）
八
月
戊
辰
（
十
六
日
）
条
）
に
よ
れ
ば
、
元
は
健
宗
と
い
う
名
で
あ
っ
た
が
、
伴
健
岑
が
承
和
の
変
に

よ
り
配
流
さ
れ
た
の
を
き
っ
か
け
に
三
宗
に
改
名
し
た
と
い
う
。
こ
の
後
、
本
年
二
月
甲
子
（
二
十
一
日
）
に
下
野
権
介
、
仁
寿
四
年

正
月
辛
丑
（
十
六
日
）
に
武
蔵
権
介
と
な
る
。

⑧
正
六
位
上
高
丘
宿
禰
百
興　
（
生
没
年
不
詳
）
丹
墀
高
主
（
注
釈
⑥
）
と
と
も
に
准
録
事
と
し
て
入
唐
し
、
帰
朝
し
て
い
る
。
帰
朝
の
際

に
は
第
八
船
の
指
揮
官
を
務
め
た
と
い
う
（『
東
洋
文
庫
』
所
収
「
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
」
第
五
章
注
二
五
参
照
）。
本
日
条
に
お
い
て
尾
張

介
と
な
り
、
斉
衡
三
年
（
八
五
六
）
正
月
丙
辰
（
十
二
日
）
に
越
前
介
、
天
安
三
年
（
貞
観
元
年
・
八
五
九
）
正
月
十
三
日
に
和
泉
守

（
但
し
、
三
月
二
十
二
日
に
も
「
散
位
外
従
五
位
下
高
丘
宿
禰
百
興
為
和
泉
守
」
と
あ
る
）、
同
四
年
正
月
七
日
に
従
五
位
下
、
同
五
年
二
月

十
日
に
河
内
守
と
な
る
。

⑨
高
狩
忌
寸
清
貞　
（
生
没
年
不
詳
）
高
狩
忌
寸
の
六
国
史
上
の
記
載
は
、
延
暦
二
十
五
年
（
大
同
元
年
・
八
〇
六
）
三
月
戊
寅
（
十
四
日
）

紀
に
「
右
京
人
従
八
位
下
物
部
首
蘰
麻
呂
賜
姓
高
狩
忌
寸
」
と
あ
る
の
を
初
見
と
し
、
本
日
条
お
よ
び
仁
寿
二
年
（
八
五
二
）
二
月
壬

子
（
十
五
日
）
に
清
貞
が
安
房
守
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
が
み
え
る
の
み
で
あ
る
。

⑩
春
良
宿
禰
薬
麻
呂　
（
生
没
年
不
詳
）
承
和
四
年
（
八
三
七
）
十
二
月
癸
巳
（
四
日
）
紀
に
、「
近
江
国
人
左
兵
衛
権
少
志
志
賀
史
常
継
・
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左
衛
門
少
志
錦
部
村
主
薬
麻
呂
・
越
中
少
目
錦
部
主
寸（
村
）人

勝
・
太
政
官
史
生
大
友
村
主
弟
継
等
、
賜
姓
春
良
宿
禰
。
常
継
之
先
、
後
漢

献
帝
苗
裔
也
」
と
み
え
、
錦に
し

部ご
り

村
主
か
ら
春
良
宿
禰
に
改
姓
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
近
江
国
志
賀
郡
・
浅
井
郡
に
は
錦に
し

織ご
り

郷
が
あ
る
。

春
良
宿
禰
に
つ
い
て
は
こ
の
他
、
貞
観
六
年
（
八
六
四
）
八
月
八
日
紀
に
「
近
江
国
犬
上
郡
人
左
近
衛
府
生
正
七
位
下
春
良
宿
禰
諸
世
、

改
本
居
貫
附
山
城
国
愛
宕
郡
」
と
み
え
る
。

⑪
参
議
正
四
位
下
小
野
朝
臣
篁　

嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
四
月
甲
子
（
十
七
日
）
条
注
釈
⑲
参
照
。

⑫
参
議
正
四
位
下
藤
原
朝
臣
助　

嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
三
月
庚
子
（
二
十
二
日
）
条
注
釈
⑭
参
照
。
同
年
四
月
甲
子
（
十
七
日
）
に
正
四

位
下
、
同
年
九
月
戊
子
（
十
四
日
）・
同
年
十
一
月
癸
卯
（
三
十
日
）
に
は
参
議
左
兵
衛
督
と
み
え
る
。

⑬
参
議
従
四
位
上
伴
宿
禰
善
男　

嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
三
月
庚
子
（
二
十
二
日
）
条
注
釈
④
参
照
。
同
年
四
月
甲
子
（
十
七
日
）
に
従
四

位
上
と
な
っ
て
い
る
。

⑭
従
五
位
下
藤
原
朝
臣
松
影　

嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
三
月
庚
子
（
二
十
二
日
）
条
注
釈
㉜
参
照
。

⑮
従
五
位
下
藤
原
朝
臣
正
世　
（
生
没
年
不
詳
）
式
家
縄
主
の
孫
で
、
貞
本
の
息
。
承
和
九
年
（
八
四
二
）
正
月
壬
寅
（
七
日
）
に
正
六

位
上
か
ら
従
五
位
下
と
な
り
、
同
年
七
月
戊
午
（
二
十
六
日
）
に
刑
部
少
輔
か
ら
安
芸
権
介
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
任
命
は
紀
永
直

（
注
釈
③
）・
坂
上
当
岑
（
注
釈
④
）
と
同
様
に
承
和
の
変
に
関
わ
る
左
遷
で
あ
る
。
同
十
四
年
二
月
丙
子
（
十
日
）
に
入
京
が
許
さ
れ
、

同
十
五
年
（
嘉
祥
元
年
）
二
月
甲
辰
（
十
四
日
）
に
治
部
少
輔
、
嘉
祥
二
年
（
八
四
九
）
正
月
戊
辰
（
十
三
日
）
に
肥
後
守
、
同
年
二
月

壬
子
（
二
十
七
日
）
に
河
内
権
守
と
な
り
、
本
日
条
に
至
る
。
こ
の
後
、
仁
寿
三
年
（
八
五
三
）
正
月
丁
未
（
十
六
日
）
に
常
陸
介
、
貞

観
二
年
（
八
六
〇
）
十
一
月
二
十
七
日
に
散
位
か
ら
大
蔵
少
輔
、
同
三
年
正
月
十
三
日
に
因
幡
介
と
な
る
。

⑯
外
従
五
位
下
上
毛
野
朝
臣
綱
主　
（
生
没
年
不
詳
）
承
和
十
四
年
（
八
四
七
）
十
月
癸
巳
朔
紀
に
「
上
野
国
那
波
郡
人
左
近
衛
府
将
監
正

六
位
上
桧
前
公
綱
主
賜
姓
上
毛
野
朝
臣
、
兼
貫
左
京
四
条
」
と
あ
り
、
桧
前
公
か
ら
上
毛
野
朝
臣
に
改
姓
し
て
い
る
。
嘉
祥
二
年
（
八
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四
九
）
正
月
壬
戌
（
七
日
）
に
外
従
五
位
下
と
な
り
、
同
三
年
三
月
乙
未
（
十
七
日
）
に
は
、
仁
明
不
予
に
よ
る
固
関
使
派
遣
に
際
し

て
、
伊
勢
国
使
と
さ
れ
た
。
そ
の
時
に
は
散
位
と
み
え
、
本
日
条
に
至
る
。
こ
の
後
、
斉
衡
二
年
（
八
五
五
）
正
月
戊
子
（
七
日
）
に

従
五
位
下
、
貞
観
七
年
（
八
六
五
）
三
月
九
日
に
散
位
か
ら
鼓
吹
正
、
同
八
年
二
月
十
三
日
に
伊
賀
守
と
な
る
。

⑰
従
五
位
下
善
友
朝
臣
頴
主　
（
七
七
九
―
八
五
一
）
承
和
六
年
（
八
三
九
）
十
月
丁
卯
（
十
九
日
）
紀
に
「
摂
津
国
人
直
講
博
士
従
六

位
下
佐
夜
部
首
頴
主
賜
姓
善
友
朝
臣
、
編
附
左
京
四
条
二
坊
」
と
あ
り
、
佐
夜
部
首
か
ら
善
友
朝
臣
に
改
姓
し
て
い
る
。
佐
夜
部
首
は

物
部
系
の
伊
香
我
色
雄
の
後
裔
と
い
う
（『
姓
氏
録
』
摂
津
国
神
別
）。
同
十
二
年
正
月
甲
寅
（
七
日
）
に
正
六
位
上
か
ら
外
従
五
位
下
、

同
十
四
年
二
月
丁
丑
（
十
一
日
）
に
大
学
博
士
、
同
十
五
年
（
嘉
祥
元
年
）
正
月
戊
辰
（
七
日
）
に
従
五
位
下
と
な
り
、
本
日
条
に
至
る
。

七
十
三
歳
。
卒
伝
に
よ
れ
ば
（
本
年
六
月
庚
午
（
二
十
九
日
）
条
）、
嘉
祥
二
年
（
八
四
九
）
五
月
に
老
齢
を
理
由
に
致
仕
を
願
い
出
た
が
、

本
日
条
に
お
い
て
摂
津
権
介
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。

⑱
正
五
位
下
楠
野
王　

嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
八
月
癸
丑
（
八
日
）
条
注
釈
①
参
照
。

⑲
従
五
位
下
小
野
朝
臣
貞
樹　

嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
四
月
甲
子
（
十
七
日
）
条
注
釈
㊸
参
照
。
同
年
八
月
庚
戌
（
五
日
）
に
刑
部
少
輔
と

な
っ
て
い
る
。

⑳
正
五
位
下
橘
朝
臣
真
直　

嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
四
月
己
酉
（
二
日
）
条
注
釈
㉘
参
照
。

㉑
従
五
位
下
橘
朝
臣
末
茂　
（
生
没
年
不
詳
）
承
和
九
年
（
八
四
二
）
七
月
戊
午
（
二
十
六
日
）
に
左
京
少
進
正
六
位
上
か
ら
飛
騨
権
守
と

な
っ
て
い
る
が
、
紀
永
直
（
注
釈
③
）・
坂
上
当
岑
（
注
釈
④
）・
藤
原
正
世
（
注
釈
⑮
）
と
同
様
に
こ
の
任
命
は
承
和
の
変
に
関
わ
る
左

遷
で
あ
る
。
但
し
入
京
が
許
さ
れ
た
記
載
は
六
国
史
上
み
ら
れ
な
い
。
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
正
月
丙
戌
（
七
日
）
に
従
五
位
下
と
な

り
、
本
日
条
に
至
る
。
こ
の
後
、
天
安
三
年
（
貞
観
元
年
・
八
五
九
）
二
月
十
三
日
に
刑
部
少
輔
、
貞
観
四
年
（
八
六
二
）
二
月
十
一
日

に
中
務
少
輔
、
同
年
六
月
五
日
に
甲
斐
守
と
な
っ
て
い
る
。
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㉒
正
四
位
下
南
淵
朝
臣
永
河　
（
七
七
七
―
八
五
七
）
坂
田
奈
弖
麻
呂
の
第
三
子
。
卒
伝
に
よ
れ
ば
（
天
安
元
年
（
斉
衡
四
年
・
八
五
七
）
十

月
丙
子
（
十
二
日
）
条
）、
弘
仁
十
四
年
（
八
二
三
）
十
二
月
に
兄
弘
貞
と
と
も
に
南
淵
朝
臣
を
賜
姓
さ
れ
た
。
嵯
峨
が
皇
太
子
で
あ
っ

た
時
に
侍
読
を
、
即
位
後
に
は
蔵
人
頭
（『
蔵
人
』
弘
仁
十
二
年
）
な
ど
を
務
め
、
嵯
峨
が
譲
位
し
て
冷
然
院
に
遷
っ
た
際
に
は
同
院
の

別
当
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
嵯
峨
の
側
近
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
嵯
峨
朝
以
降
に
は
地
方
官
を
多
く
歴
任
し
た
。
承
和
四

年
（
八
三
七
）
七
月
庚
辰
（
十
九
日
）
に
任
じ
ら
れ
た
大
宰
大
弐
の
任
期
中
に
は
、
丹
墀
高
主
（
注
釈
⑥
）
や
高
丘
百
興
（
注
釈
⑧
）
ら

が
加
わ
っ
た
遣
唐
使
の
派
遣
・
帰
朝
が
あ
り
、
大
弐
と
し
て
そ
の
対
応
に
当
た
っ
て
い
る
（
同
六
年
八
月
己
巳
（
二
十
日
）・
甲
戌
（
二

十
五
日
）
紀
）。
同
十
二
年
正
月
甲
寅
（
七
日
）
に
正
四
位
下
、
同
年
正
月
戊
午
（
十
一
日
）
に
近
江
守
と
な
り
、
本
日
条
に
至
る
。
七

十
五
歳
。
こ
の
後
、
仁
寿
三
年
（
八
五
三
）
十
月
癸
酉
（
十
六
日
）
に
因
幡
守
、
天
安
元
年
（
斉
衡
四
年
）
二
月
甲
申
（
十
六
日
）
に
因

幡
権
守
と
な
る
。
天
長
年
間
（
八
二
四
―
三
四
）
に
兄
貞
弘
が
編
纂
に
携
わ
っ
た
『
経
国
集
』
に
は
漢
詩
四
首
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

㉓
良
岑
朝
臣
清
風　
（
八
二
〇
―
六
三
）
大
納
言
贈
従
二
位
安
世
の
第
三
子
。
承
和
の
初
め
（
八
三
四
―
）
に
内
舎
人
に
任
じ
ら
れ
る
。

同
三
年
五
月
庚
申
（
二
十
二
日
）
に
、
遣
唐
使
の
た
め
に
山
階
・
田
原
・
柏
原
・
神
功
皇
后
な
ど
の
陵
に
幣
帛
を
奉
っ
た
際
、
参
議
従

四
位
上
文
室
秋
津
・
常
陸
権
介
正
五
位
下
永
野
王
と
と
も
に
使
と
し
て
み
え
る
。
時
に
内
舎
人
正
六
位
上
。
同
五
年
下
野
掾
に
遷
り
、

同
八
年
内
匠
少
允
、
同
九
年
伊
予
大
掾
、
嘉
祥
二
年
（
八
四
九
）
正
月
壬
戌
（
七
日
）
白
馬
叙
位
で
従
五
位
下
。
同
三
年
三
月
乙
巳

（
二
十
七
日
）
仁
明
初
七
日
に
近
陵
七
ヶ
寺
に
使
い
を
遣
わ
し
て
功
徳
を
修
し
た
際
に
は
、
散
位
従
四
位
下
道
野
王
・
従
五
位
下
高
原

王
・
大
判
事
藤
原
本
雄
と
と
も
に
桧
尾
寺
使
と
し
て
名
が
み
え
る
。
但
し
、
す
で
に
加
賀
介
と
あ
る
の
は
、
本
日
条
お
よ
び
卒
伝
に
従

え
ば
誤
り
で
あ
ろ
う
（
同
日
条
注
釈
㉛
参
照
）。
三
十
二
歳
。

㉔
従
五
位
上
紀
朝
臣
椿
守　
（
七
七
六
―
八
五
三
）
春
宮
亮
従
五
位
上
白
満
（
白
麻
呂
）
の
長
子
。
弘
仁
四
年
（
八
一
三
）
正
月
大
内
記
、

同
十
一
年
正
月
典
薬
助
、
同
十
二
年
正
月
従
五
位
下
に
叙
爵
さ
れ
、
上
総
介
と
な
る
。
同
十
三
年
正
月
安
房
守
、
承
和
五
年
（
八
三
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八
）
正
月
丙
寅
（
七
日
）
白
馬
叙
位
で
従
五
位
上
と
な
り
、
本
日
条
に
至
る
。
七
十
六
歳
。
仁
寿
三
年
（
八
五
三
）
三
月
戊
午
（
二
十
八

日
）
越
中
権
守
従
五
位
上
で
卒
し
た
。
椿
守
は
隷
書
に
巧
み
で
、
朝
廷
に
お
い
て
渤
海
に
答
え
る
書
に
は
特
に
好
手
が
選
ば
れ
る
の
を

例
と
し
た
が
、
こ
れ
に
二
度
選
ば
れ
、
良
筆
を
振
る
い
、
朝
廷
か
ら
も
褒
誉
さ
れ
た
。
な
お
、
承
和
七
年
十
一
月
辛
巳
（
九
日
）
に
、

橘
戸
・
蝮
橘
・
橘
連
・
伴
橘
連
・
橘
守
・
橘
な
ど
の
六
姓
が
、
椿
戸
・
蝮
椿
・
椿
連
・
伴
椿
連
・
椿
守
・
椿
に
改
姓
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
椿
守
の
元
の
名
は
橘
守
で
あ
っ
た
か
（
乳
母
の
姓
に
由
来
か
）。

㉕
従
五
位
下
三
原
朝
臣
朝
主　
（
生
没
年
不
詳
）
承
和
九
年
（
八
四
二
）
正
月
壬
寅
（
七
日
）
白
馬
叙
位
で
正
六
位
上
か
ら
従
五
位
下
に
叙

爵
し
、
本
日
条
に
至
る
。
以
後
み
え
な
い
が
、
あ
る
い
は
本
年
二
月
甲
子
（
二
十
一
日
）
に
伯
耆
守
に
任
じ
ら
れ
、
以
後
散
見
す
る
三

原
朝
臣
永
道
と
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
三
原
氏
は
天
武
皇
子
一
品
新
田
部
親
王
の
後
裔
で
あ
る
（『
姓
氏
録
』
左
京
皇
別
、
貞

観
元
年
（
八
五
九
）
九
月
五
日
紀
）。

㉖
従
五
位
上
豊
階
公
安
人　

嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
三
月
甲
辰
（
二
十
六
日
）
条
注
釈
②
参
照
。
元
は
河
内
国
大
県
郡
の
人
。
後
に
左
京

の
人
と
な
る
。
本
姓
は
河
俣
公
で
、
延
暦
十
九
年
（
八
〇
〇
）
に
河
俣
公
御
影
が
豊
階
公
に
改
姓
し
た
。
河
俣
氏
は
河
内
国
若
江
郡
河

俣
郷
が
発
祥
で
、
開
化
皇
子
彦
坐
王
の
後
裔
で
あ
る
（『
姓
氏
録
』
河
内
国
皇
別
）。
同
書
は
豊
階
公
も
彦
坐
の
子
沙
穂
彦
の
後
裔
と
す

る
。
安
人
は
幼
い
頃
よ
り
賢
く
度
量
も
あ
っ
た
。
学
を
好
み
早
く
よ
り
名
を
知
ら
れ
、
史
・
伝
を
渉
読
し
、
特
に
『
漢
書
』
に
詳
し

か
っ
た
と
い
う
（
貞
観
三
年
（
八
六
一
）
九
月
二
十
四
日
紀
卒
伝
）。
承
和
五
年
（
八
三
八
）
少
内
記
と
な
る
。
同
九
年
三
月
辛
丑
（
六
日
）

紀
に
は
「
少
内
記
従
六
位
上
」
と
み
え
る
が
、
こ
の
後
大
内
記
に
転
じ
、
同
十
五
年
正
月
戊
辰
（
七
日
）
白
馬
叙
位
で
外
従
五
位
下
に

叙
さ
れ
、
嘉
祥
二
年
二
月
壬
子
（
二
十
七
日
）
に
東
宮
学
士
に
遷
っ
た
。
同
三
年
四
月
癸
亥
（
十
六
日
）
東
宮
（
文
徳
）
践
祚
に
際
し
て

従
五
位
上
を
授
け
ら
れ
（
卒
伝
で
は
外
従
五
位
上
）、
本
日
条
に
至
る
。
五
十
五
歳
。

㉗
従
四
位
下
滋
野
朝
臣
貞
雄　

嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
三
月
庚
子
（
二
十
二
日
）
条
注
釈
㉕
参
照
。
右
京
の
人
。
従
五
位
上
家
訳
の
三
男
。
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父
家
訳
は
延
暦
十
七
年
（
七
九
八
）
に
伊
蘇
志
臣
を
改
め
、
滋
野
宿
禰
を
賜
っ
て
い
る
。
弘
仁
七
年
（
八
一
六
）
主
殿
少
属
と
な
り
、

掃
部
権
允
・
右
衛
門
少
尉
と
累
遷
。
同
十
四
年
朝
臣
姓
を
賜
る
。
次
い
で
掃
部
助
に
遷
る
と
左
近
衛
将
監
を
兼
ね
、
天
長
四
年
（
八
二

七
）
従
五
位
下
・
備
前
権
介
、
承
和
五
年
（
八
三
八
）
同
介
、
同
年
十
一
月
癸
未
（
二
十
九
日
）
嵯
峨
が
冷
然
院
・
神
泉
苑
に
御
幸
し
た

日
に
従
五
位
上
を
授
け
ら
れ
た
。
そ
の
後
少
納
言
を
拝
し
、
侍
従
を
兼
ね
る
。
同
十
二
年
正
月
戊
午
（
十
一
日
）
旬
で
丹
波
守
に
出
で
、

同
十
三
年
正
月
己
酉
（
七
日
）
正
五
位
下
、
嘉
祥
三
年
正
月
丙
戌
（
七
日
）
従
四
位
下
と
な
り
、
本
日
条
に
至
る
。
嘉
祥
三
年
三
月
庚

子
（
二
十
二
日
）
に
は
仁
明
縁
葬
の
養
役
夫
司
に
補
さ
れ
て
い
る
。

㉘
従
五
位
下
藤
原
朝
臣
秋
常　
（
生
没
年
不
詳
）
南
家
乙
麻
呂
流
、
大
納
言
雄
友
の
息
。
母
は
石
上
宅
嗣
の
娘
。
兄
弟
に
真
川
・
広
河
・
文

山
・
弟
河
・
弟
男
・
藤
原
総
継
室
が
い
る
。
妻
は
山
代
氏
の
娘
。
天
長
十
年
（
八
三
三
）
十
一
月
庚
午
（
十
八
日
）
大
嘗
祭
で
正
六

位
上
か
ら
従
五
位
下
、
承
和
六
年
（
八
三
九
）
正
月
甲
子
（
十
一
日
）
少
納
言
。
同
年
六
月
己
卯
（
三
十
日
）
の
女
御
藤
原
沢
子
卒
去
に

際
し
て
は
、
左
京
大
夫
従
四
位
下
藤
原
文
山
と
と
も
に
喪
事
を
監
護
し
た
。
こ
れ
は
沢
子
の
母
数
子
が
総
継
の
娘
、
す
な
わ
ち
秋
常
・

文
山
の
姪
に
当
た
る
こ
と
に
よ
ろ
う
。
同
九
年
七
月
戊
午
（
二
十
六
日
）
承
和
の
変
に
坐
し
て
石
見
権
守
に
左
遷
。
同
十
二
年
七
月
甲

子
（
十
九
日
）
入
京
を
許
さ
れ
、
本
日
条
に
至
る
。
以
後
み
え
な
い
。

㉙
藤
原
朝
臣
忠
岑　
（
生
没
年
不
詳
）
本
日
条
に
し
か
み
え
な
い
。
な
お
、
伯
耆
守
は
本
年
二
月
甲
子
（
二
十
一
日
）
に
三
原
永
道
に
代

わ
っ
て
い
る
。

㉚
従
四
位
上
源
朝
臣
勤　
（
八
二
四
―
八
一
）
嵯
峨
皇
子
。
母
は
大
原
全
子
。
承
和
十
四
年
（
八
四
七
）
正
月
甲
辰
（
七
日
）
白
馬
叙
位
で

無
位
か
ら
従
四
位
上
に
勅
叙
さ
れ
、
本
日
条
に
至
る
。
二
十
八
歳
。

㉛
従
五
位
下
高
階
真
人
岑
緒　
（
生
没
年
不
詳
）
左
大
臣
長
屋
王
の
玄
孫
、
従
五
位
上
石
見
王
の
息
。
承
和
十
一
年
（
八
四
四
）
高
階
真
人

姓
を
賜
り
臣
籍
に
降
る
（『
続
群
書
類
従
』
第
七
輯
上
、
系
図
部
所
収
「
高
階
氏
系
図
」）。
同
十
三
年
正
月
己
酉
（
七
日
）
正
六
位
上
か
ら
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従
五
位
下
、
同
月
乙
卯
（
十
三
日
）
下
野
介
、
嘉
祥
二
年
（
八
四
九
）
正
月
壬
戌
（
七
日
）
従
五
位
上
と
な
り
、
本
日
条
に
至
る
。

㉜
従
五
位
下
物
部
首
広
泉　
（
七
八
五
―
八
六
〇
）
左
京
の
人
。
元
は
伊
予
国
風
早
郡
の
人
で
、
姓
は
物
部
首
で
あ
っ
た
が
、
後
に
左
京
に

貫
附
さ
れ
、
朝
臣
姓
を
賜
っ
た
。
幼
少
に
し
て
医
術
を
学
び
、
多
く
の
医
書
を
読
ん
で
い
た
。
天
長
四
年
（
八
二
七
）（
貞
観
十
二
年

（
八
七
〇
）
三
月
三
十
日
紀
の
菅
原
峯
嗣
卒
伝
に
よ
れ
ば
天
長
八
年
）
医
博
士
と
な
り
、
典
薬
允
を
兼
ね
、
後
に
侍
医
に
遷
っ
た
。
そ
の
後
、

侍
医
の
ま
ま
伊
予
・
讃
岐
掾
と
累
遷
し
、
承
和
六
年
（
八
三
九
）
正
月
庚
申
（
七
日
）
正
六
位
上
か
ら
外
従
五
位
下
、
同
十
二
年
十
二

月
戊
寅
（
五
日
）
内
薬
正
、
同
十
四
年
正
月
甲
辰
（
七
日
）
従
五
位
下
と
な
り
、
本
日
条
に
至
る
。
六
十
七
歳
。
承
和
三
年
正
月
丁
未

（
七
日
）
に
正
六
位
上
か
ら
外
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
て
い
る
物
部
首
広
国
は
、
あ
る
い
は
広
泉
の
兄
で
あ
ろ
う
か
。
同
四
年
正
月
癸
酉

（
九
日
）
に
、
伊
予
国
か
ら
本
居
を
改
め
て
左
京
二
条
四
坊
に
貫
附
さ
れ
て
い
る
典
薬
権
允
物
部
首
広
宗
と
弟
の
真
宗
も
親
類
か
も
し

れ
な
い
。
ま
た
、
元
慶
八
年
（
八
八
四
）
二
月
二
十
三
日
に
外
従
五
位
下
か
ら
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
て
い
る
典
薬
助
物
部
朝
臣
内
嗣
は
、

官
職
・
姓
か
ら
し
て
も
息
で
あ
ろ
う
か
。

㉝
従
五
位
下
小
野
朝
臣
千
株　

嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
三
月
乙
巳
（
二
十
七
日
）
条
注
釈
③
参
照
。

㉞
山
口
朝
臣
春
方　

嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
三
月
庚
子
（
二
十
二
日
）
条
注
釈
㉓
参
照
。
同
年
正
月
丙
戌
（
七
日
）
白
馬
叙
位
で
正
六
位
上

か
ら
従
五
位
下
、
三
月
庚
子
（
二
十
二
日
）
に
仁
明
縁
葬
の
山
作
司
に
補
さ
れ
、
本
日
条
に
至
る
。

㉟
外
従
五
位
下
内
蔵
朝
臣
雄
継　
（
生
没
年
不
詳
）
元
大
蔵
宿
禰
姓
。
承
和
六
年
（
八
三
九
）
七
月
癸
未
（
四
日
）
に
、
内
蔵
朝
臣
を
賜
姓

さ
れ
た
大
蔵
忌
寸
継
長
ら
男
女
十
二
人
の
中
に
み
え
る
。
後
漢
霊
帝
の
苗
裔
と
い
う
。
時
に
散
位
従
六
位
上
。
同
十
一
年
三
月
庚
戌

（
二
十
七
日
）
正
六
位
上
か
ら
外
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
、
本
日
条
に
至
る
。

�

（
木
本
・
告
井
）
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●
正
月
乙
酉
︵
十
二
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

乙（
十
二
）卯。
①
地
震な

う
。

︻
現
代
語
訳
︼

十
二
日
。
地
震
が
あ
っ
た
。

︻
注
釈
︼

①
地
震
う　

前
年
八
月
辛
未
（
二
十
六
日
）
以
来
。
な
お
、
本
年
は
こ
の
後
、
ほ
ぼ
毎
月
の
よ
う
に
、
全
十
一
回
の
地
震
が
起
き
て
い
る
。

�

（
告
井
）

●
正
月
庚
子
︵
二
十
七
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

庚（
廿
七
）子。
①
詔
す
ら
く
、
天
下
の
諸
神
を
、
有
位
・
無
位
を
論
ぜ
ず
、
正
六
位
上
に
叙
せ
、
と
。

︻
現
代
語
訳
︼

二
十
七
日
。
詔
す
る
に
、「
全
国
の
神
々
を
、
有
位
・
無
位
に
関
係
な
く
、
正
六
位
上
に
叙
せ
」
と
。
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︻
注
釈
︼

①
詔
す
ら
く
︙　
『
類
三
』
巻
第
一
、
神
叙
位
并
託
宣
事
所
載
の
同
日
付
太
政
官
符
、
第
一
箇
条
に
、「
応
国
内
諸
神
不
論
有
位
無
位
叙
正

六
位
上
事
。
右
太
政
官
去
年
十
二
月
廿
八
日
下
五
畿
内
七
道
諸
国
符
偁
、
右
大
臣
宣
、
奉
勅
、
特
有
所
思
、
天
下
大
小
諸
神
、
或
本
預

官
社
、
或
未
載
公
簿
、
有
位
更
増
一
階
、
無
位
新
叙
六
位
。
唯
大
社
并
名
神
雖
云
無
位
奉
授
従
五
位
下
者
。
而
今
推
量
、
六
位
之
中
其

階
有
四
、
至
于
奉
行
必
応
有
疑
、
宜
除
奉
授
従
五
位
之
外
、
不
論
有
位
無
位
共
叙
正
六
位
上
」
と
あ
り
、
前
年
十
二
月
の
勅
に
「
六

位
」
と
あ
っ
た
も
の
を
、「
正
六
位
上
」
と
具
体
的
に
定
め
た
の
で
あ
る
。

�

（
告
井
）

●
正
月
癸
卯
︵
三
十
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

癸（
卅
）卯
。
①
越
前
国
足あ
す
わ羽
神
に
従
四
位
下
を
加
う
。
是
の
夜
、
②
流
星
有
り
。
大
き
さ
斗
の
如
し
。
余
光
久
し
く
し
て
、
乃
ち
滅
す
。

︻
現
代
語
訳
︼

三
十
日
。
越
前
国
足
羽
神
に
従
四
位
下
を
授
け
た
。
こ
の
日
の
夜
、
流
星
が
有
っ
た
。
大
き
さ
は
桝
く
ら
い
だ
っ
た
。
し
ば
ら
く
余
光
が

あ
っ
て
か
ら
消
え
た
。

︻
注
釈
︼

①
越
前
国
足
羽
神　

現
福
井
市
足
羽
の
足
羽
山
東
北
山
上
に
あ
る
足
羽
神
社
の
祭
神
。
同
社
は
『
延
喜
式
』
神
名
帳
の
越
前
国
足
羽
郡
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「
足
羽
神
社
」
に
比
定
さ
れ
る
。
現
祭
神
は
阿
須
波
神
で
、『
古
事
記
』
に
よ
れ
ば
大
年
神
の
子
で
あ
る
。
社
伝
で
は
、
継
体
が
越
前
在

住
時
代
に
、
大
宮
地
の
霊
、
す
な
わ
ち
宮
中
を
守
る
五
神
を
祀
っ
た
と
い
い
、
足
羽
神
は
そ
の
一
神
で
あ
る
。
但
し
、『
延
喜
式
』
に

波
比
伎
神
（
大
年
神
の
子
）
と
並
ん
で
散
見
す
る
阿
須
波
神
は
、
神
祇
官
西
院
で
座
摩
巫
が
祀
る
神
で
、
足
羽
郡
の
土
地
神
で
あ
る
本

神
と
は
別
で
あ
ろ
う
。
主
神
継
体
へ
座
摩
五
神
を
合
祀
し
た
こ
と
な
ど
は
、
江
戸
時
代
の
神
官
足
羽
敬
明
の
作
為
と
考
え
ら
れ
る
。
神

階
は
延
暦
十
年
（
七
九
一
）
四
月
乙
巳
（
十
五
日
）
紀
に
、
越
前
国
大
虫
神
に
続
け
て
「
同
国
足
羽
神
従
五
位
下
」
と
あ
り
、
本
日
条

を
経
て
、
天
慶
三
年
（
九
四
〇
）
正
月
十
五
日
に
従
三
位
に
昇
叙
（『
紀
略
』）
し
て
い
る
。
中
世
は
朝
倉
氏
、
近
世
は
松
平
氏
の
尊
信

を
受
け
た
。

②
流
星
有
り
︙　

斗
は
射
手
座
の
φ
・
μ
・
σ
・
τ
・
λ
、
い
わ
ゆ
る
南
斗
六
星
の
こ
と
も
い
う
が
、
こ
の
場
合
は
「
桝
（
ま
す
）」
の

こ
と
で
あ
ろ
う
。
流
星
の
大
き
さ
は
、
宝
亀
七
年
（
七
七
六
）
二
月
甲
子
（
六
日
）
紀
「
其
大
如
盆
」、
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
正
月
己

酉
（
三
十
日
）
紀
「
其
大
如
月
」、
天
安
二
年
（
八
五
八
）
六
月
己
亥
（
十
日
）
条
「
大
如
月
」、
貞
観
十
三
年
（
八
七
一
）
閏
八
月
二
十

九
日
紀
「
大
如
柚
子
」、
同
十
六
年
三
月
庚
申
朔
紀
「
大
如
李
実
」、
元
慶
八
年
（
八
八
四
）
五
月
二
十
九
日
紀
「
大
如
杏
実
」
の
よ
う

に
、
事
物
で
た
と
え
ら
れ
る
。
な
お
『
三
実
』
で
は
大
き
さ
の
み
な
ら
ず
、
色
や
出
現
と
消
失
の
場
所
を
詳
し
く
記
す
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。

�

（
告
井
）

●
二
月
乙
巳
︵
二
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

二
月
乙（
二
）巳
。
地
震
う
。
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︻
現
代
語
訳
︼

二
月
二
日
。
地
震
が
あ
っ
た
。

�

（
中
村
）

●
二
月
辛
亥
︵
八
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

辛（
八
）亥
。
①
従
五
位
上
藤
原
朝
臣
関
雄
を
治
部
少
輔
と
な
す
。
②
美
志
真
王
を
諸
陵
頭
と
な
す
。
③
従
五
位
下
丹
墀
真
人
氏
永
を
刑
部
少
輔

と
な
す
。
④
橘
朝
臣
茂
房
を
掃
部
頭
と
な
す
。
⑤
善
永
王
を
正
親
正
と
な
す
。
⑥
従
四
位
上
源
朝
臣
生
を
左
京
大
夫
と
な
す
。
⑦
従
五

位
下
藤
原
朝
臣
興
世
を
陸
奧
守
と
な
す
。

︻
現
代
語
訳
︼

八
日
。
従
五
位
上
藤
原
朝
臣
関
雄
を
治
部
少
輔
、
美
志
真
王
を
諸
陵
頭
、
従
五
位
下
丹
墀
真
人
氏
永
を
刑
部
少
輔
、
橘
朝
臣
茂
房
を
掃
部

頭
、
善
永
王
を
正
親
正
、
従
四
位
上
源
朝
臣
生
を
左
京
大
夫
、
従
五
位
下
藤
原
朝
臣
興
世
を
陸
奧
守
と
し
た
。

︻
注
釈
︼

①
従
五
位
上
藤
原
朝
臣
関
雄　

嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
三
月
乙
巳
（
二
十
七
日
）
条
注
釈
⑰
参
照
。
同
年
六
月
乙
丑
（
十
九
日
）
に
従
五

位
下
で
諸
陵
頭
と
な
っ
て
い
る
。
正
月
甲
申
（
十
一
日
）
前
治
部
少
輔
藤
原
松
影
が
山
城
守
に
転
じ
た
た
め
、
そ
の
後
任
で
あ
ろ
う
。

②
美
志
真
王　
（
生
没
年
不
詳
）
世
系
不
詳
。
摂
津
国
三
嶋
に
ち
な
む
名
で
あ
ろ
う
か
。
承
和
七
年
（
八
四
〇
）
正
月
甲
申
（
七
日
）
正
六
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位
上
か
ら
従
五
位
下
。
同
八
年
三
月
辛
卯
（
二
十
日
）
正
親
正
。
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
正
月
丙
戌
（
七
日
）
従
五
位
上
と
な
り
、
本
日

条
に
至
る
。
こ
の
他
、
桓
武
皇
女
高
津
内
親
王
や
尚
侍
百
済
王
慶
命
の
喪
事
を
監
護
し
て
い
る
様
子
が
み
え
る
（
承
和
八
年
四
月
丁
巳

（
十
七
日
）
紀
・
嘉
祥
二
年
正
月
丁
丑
（
二
十
二
日
）
紀
）。
前
諸
陵
頭
藤
原
関
雄
（
注
釈
①
）
が
治
部
少
輔
に
転
じ
た
た
め
、
そ
の
後
任
で

あ
ろ
う
。

③
従
五
位
下
丹
墀
真
人
氏
永　

嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
五
月
庚
辰
（
三
日
）
条
注
釈
⑩
参
照
。
同
条
に
「
前
越
後
守
」
と
み
え
る
の
で
、

任
期
を
終
え
散
位
と
な
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

④
橘
朝
臣
茂
房　

嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
四
月
丙
子
（
二
十
九
日
）
条
注
釈
①
参
照
。
同
年
十
月
己
酉
（
五
日
）
条
に
「
掃
部
頭
従
五
位
下

滋
野
朝
臣
善
蔭
」
と
み
え
る
の
で
、
そ
の
後
任
で
あ
ろ
う
。

⑤
善
永
王　

嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
三
月
乙
巳
（
二
十
七
日
）
条
注
釈
⑯
参
照
。
時
に
「
従
五
位
下
正
親
正
」
と
あ
り
、
本
日
条
に
て
正

親
正
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
不
審
で
あ
る
。
美
志
真
王
（
注
釈
②
）
が
正
親
正
か
ら
諸
陵
頭
に
転
じ
た
後
任
で
あ
っ
た
と
考
え
る

と
、
三
月
乙
巳
条
の
方
に
誤
り
が
あ
る
か
。

⑥
従
四
位
上
源
朝
臣
生　

嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
三
月
庚
子
（
二
十
二
日
）
条
注
釈
⑤
参
照
。
同
年
四
月
己
酉
（
二
日
）
条
な
ど
に
「
左
京

大
夫
従
四
位
上
正
行
王
」
と
み
え
る
の
で
、
そ
の
後
任
で
あ
ろ
う
。
時
に
正
行
王
は
仁
明
七
七
日
の
荘
厳
堂
司
に
任
じ
ら
れ
て
お
り
、

こ
れ
は
こ
の
後
、
生
が
左
京
大
夫
と
し
て
荘
厳
堂
舍
司
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
類
似
す
る
（
本
年
二
月
丙
辰
（
十
三
日
）
条
）。

⑦
従
五
位
下
藤
原
朝
臣
興
世　

嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
五
月
甲
午
（
十
七
日
）
条
注
釈
⑦
参
照
。
同
年
八
月
庚
戌
（
五
日
）
右
衛
門
権
佐
と

な
っ
て
い
る
。
承
和
十
三
年
（
八
四
六
）
七
月
丙
寅
（
二
十
七
日
）
条
に
は
「
従
五
位
下
御
長
真
人
近
人
為
陸
奧
守
」
と
み
え
る
の
で
、

そ
の
後
任
で
あ
ろ
う
。

�

（
中
村
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●
二
月
乙
卯
︵
十
二
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

乙（
十
二
）卯。

別
け
て
①
大
原
野
の
祭
儀
を
制
す
。
一
ら
に
②
梅
宮
祭
に
准
う
。

︻
現
代
語
訳
︼

十
二
日
。
特
別
に
大
原
野
の
祭
儀
に
つ
い
て
制
し
た
。
も
っ
ぱ
ら
梅
宮
祭
の
祭
儀
に
准
え
さ
せ
た
。

︻
注
釈
︼

①
大
原
野
の
祭
儀　

大
原
野
は
現
京
都
市
西
京
区
大
原
野
南
春
日
町
に
あ
る
大
原
野
神
社
の
こ
と
。
現
祭
神
は
春
日
大
社
と
同
じ
建
御
賀

豆
智
命
・
伊
波
比
主
命
・
天
之
子
八
根
命
・
比
咩
大
神
の
四
神
（
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
九
月
己
丑
（
十
五
日
）
条
注
釈
②
⑤
⑥
参
照
）。

延
喜
式
外
社
で
あ
る
。
社
伝
で
は
、
延
暦
三
年
（
七
八
四
）
長
岡
京
へ
遷
都
し
た
折
、
桓
武
皇
后
藤
原
乙
牟
漏
が
氏
神
春
日
大
社
へ
の

参
詣
が
不
便
に
な
る
と
し
て
長
岡
に
勧
請
し
た
こ
と
に
始
ま
る
と
す
る
。
そ
の
後
、
藤
原
冬
嗣
に
よ
っ
て
現
社
地
に
勧
請
・
経
営
さ
れ
、

平
安
京
の
鎮
護
な
ら
び
に
藤
原
氏
の
氏
神
と
し
て
祀
ら
れ
た
（『
公
事
根
源
』）。
ま
た
『
二
十
二
社
註
式
』
に
は
、「
旧
記
云
、

仁（
嘉
祥
四
年
）

寿
元
年
二
月
二
日
乙
卯
、
依
太
皇
太
后
御
祈
、
山
城
国
葛
野
郡
大
原
野
仁
宮
柱
広
知
立
、
春
冬
乃
御
祭
加
賜
」
と
あ
り
、
太
皇
太
后

（
文
徳
生
母
、
皇
太
夫
人
藤
原
順
子
か
）
の
祈
願
だ
と
い
う
。
伊
勢
・
賀
茂
の
斎
王
に
准
え
、
氏
女
が
大
原
野
斎
女
と
し
て
奉
仕
す
る
な

ど
（
貞
観
八
年
（
八
六
六
）
十
二
月
二
十
五
日
紀
ほ
か
）、
隆
盛
を
誇
っ
た
。
大
原
野
祭
は
春
二
月
上
卯
日
と
冬
十
一
月
中
子
日
の
祭
礼
で
、

最
盛
期
に
は
朝
使
の
他
、
中
宮
・
東
宮
の
奉
幣
、
摂
関
家
の
私
幣
も
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
の
例
は
貞
観
元
年
（
天
安
三
年
）
七
月
十
四

日
紀
以
下
、
多
数
み
え
る
。
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②
梅
宮
祭　

梅
宮
は
現
京
都
市
右
京
区
梅
津
フ
ケ
ノ
川
町
に
あ
る
梅
宮
大
社
の
こ
と
。『
延
喜
式
』
神
名
帳
の
山
城
国
葛
野
郡
「
梅
宮
坐

神
四
座
」
に
比
定
さ
れ
、
酒
解
神
・
酒
解
子
神
・
大
若
子
神
・
小
若
子
神
の
四
神
を
祀
る
。
現
在
は
橘
清
友
（
仁
明
外
祖
父
）・
橘
嘉
智

子
（
仁
明
生
母
）・
嵯
峨
・
仁
明
の
四
柱
も
相
殿
に
祀
る
。『
伊
呂
波
字
類
抄
』
は
、
檀（
橘
嘉
智
子
）

林
皇
后
が
曾
祖
父
諸
兄
の
建
て
た
円
提
寺
（
井

手
寺
）
に
氏
神
を
祀
っ
た
こ
と
を
起
源
と
し
、
元
は
県
犬
養
美
千
代
（
諸（
橘
）兄

・
安（
藤
原
）

宿
媛
生
母
）
が
祀
り
、
次
い
で
安
宿
媛
（
聖
武
皇
后
）

お
よ
び
牟
漏
女
王
（
諸
兄
姉
妹
、
房（
藤
原
）前室

）
が
「
洛
隅
内
頭
」
に
祀
り
、
そ
の
後
「
相
楽
郡
提
山
」
に
遷
祭
し
た
と
す
る
。
梅
宮
祭
は
、

元
慶
三
年
（
八
七
九
）
十
一
月
六
日
紀
に
「
停
梅
宮
祭
（
中
略
）
歴
承
和
仁
寿
二
代
以
為
官
祠
、
今
永
停
廃
焉
」
と
み
え
、
承
和

（
八
三
四
―
、
仁
明
）・
仁
寿
（
―
八
五
四
、
文
徳
）
の
頃
か
ら
官
祭
と
な
っ
た
と
あ
る
が
、
本
日
条
に
「
准
梅
宮
祭
」
と
あ
る
の
で
、
少

な
く
と
も
仁
寿
よ
り
は
前
で
あ
ろ
う
。『
公
事
根
源
』
に
も
「
承
和
の
比
よ
り
こ
の
ま
つ
り
は
じ
ま
る
」
と
あ
る
。
祭
日
は
四
月
上
酉

日
と
十
一
月
上
卯
日
で
、
五
位
の
橘
氏
一
人
が
奉
幣
使
と
な
る
の
を
例
と
し
た
が
、
三
千
代
が
藤
原
不
比
等
の
夫
人
と
な
っ
た
関
係
か

ら
、
後
に
は
藤
原
氏
が
代
行
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
元
慶
三
年
に
停
廃
さ
れ
た
梅
宮
祭
は
、
同
八
年
に
復
興
し
た
が
、

寛
平
年
間
（
八
八
九
―
九
八
）
再
び
廃
止
さ
れ
、
寛
和
二
年
（
九
八
六
）
ま
た
旧
に
復
す
な
ど
（『
伊
呂
波
字
類
抄
』）
橘
氏
勢
力
の
影
響

を
受
け
た
。
寛
和
以
後
は
祭
事
が
定
着
し
た
が
、
し
か
し
寛
仁
元
年
（
一
〇
一
七
）
十
一
月
三
日
の
祭
で
は
す
で
に
氏
人
ら
が
遅
参
し
、

供
奉
の
諸
司
・
内
侍
も
参
集
し
な
か
っ
た
た
め
、
急
遽
氏
人
で
も
な
い
大
膳
少
進
従
五
位
下
上
野
広
遠
を
神
主
・
輔
代
と
す
る
な
ど

（『
左
経
記
』）、
衰
退
に
向
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
大
原
野
祭
が
梅
宮
祭
に
准
え
官
祭
と
し
て
制
さ
れ
た
の
は
、
同
じ
皇
后
勧
請
の
氏
神

社
で
あ
っ
た
性
格
の
類
似
性
と
、
梅
宮
祭
が
先
ん
じ
て
官
祭
に
あ
ず
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

�

（
中
村
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丙
辰
︵
十
三
日
︶
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︻
書
き
下
し
︼

丙（
十
三
）辰。
①
先
皇
の
御
忌
斎
会
の
行
事
司
を
定
む
。
②
左
京
大
夫
従
四
位
上
源
朝
臣
生
・
③
雅
楽
頭
従
五
位
下
藤
原
朝
臣
貞
敏
・
④
侍
従
橘

朝
臣
信
蔭
・
⑤
藤
原
朝
臣
諸
藤
等
、
六
位
以
下
七
人
を
⑥
荘
厳
堂
舎
司
と
な
す
。
⑦
右
京
大
夫
従
四
位
下
藤
原
朝
臣
諸
成
・
⑧
散
位
従
五

位
下
山
田
宿
禰
古
嗣
・
⑨
藤
原
朝
臣
有
貞
・
⑩
丹
墀
真
人
縄
主
・
⑪
藤
原
朝
臣
長
基
・
⑫
大
炊
頭
外
従
五
位
下
蕃
良
朝
臣
豊
持
、
六
位

以
下
五
人
を
⑬
弁
備
僧
供
司
と
な
す
。
⑭
散
位
従
五
位
下
興
岑
王
・
⑮
利
見
王
・
⑯
伴
宿
禰
龍
男
・
⑰
藤
原
朝
臣
備（
吉
備
雄
）雄等
、
六
位
二
人
を

⑱
検
校
講
読
二
師
房
司
と
な
す
。
⑲
散
位
従
五
位
下
春
枝
王
・
⑳
永
貞
王
・
㉑
治
部
少
輔
藤
原
朝
臣
関
雄
・
㉒
散
位
田
口
朝
臣
統
範
等
、
六

位
以
下
四
人
を
㉓
検（
検
校
集
会
）

集
校
会
衆
僧
房
司
と
な
す
。
是
の
日
、
㉔
清
凉
殿
を
移
し
、
嘉
祥
寺
の
堂
と
な
す
。
此
の
殿
は
先
皇
の
㉕
讌
寝
な
り
。

今
上
之
に
御
す
に
忍
ば
ず
。
故
に
捨
し
て
仏
堂
と
な
す
。

︻
現
代
語
訳
︼

十
三
日
。
先（
仁
明
）皇の
御
忌
斎
会
の
行
事
司
を
定
め
た
。
左
京
大
夫
従
四
位
上
源
朝
臣
生
・
雅
楽
頭
従
五
位
下
藤
原
朝
臣
貞
敏
・
侍
従
橘
朝
臣

信
蔭
・
藤
原
朝
臣
諸
藤
ら
と
六
位
以
下
七
人
を
、
荘
厳
堂
舎
司
と
し
た
。
右
京
大
夫
従
四
位
下
藤
原
朝
臣
諸
成
・
散
位
従
五
位
下
山
田
宿

禰
古
嗣
・
藤
原
朝
臣
有
貞
・
丹
墀
真
人
縄
主
・
藤
原
朝
臣
長
基
・
大
炊
頭
外
従
五
位
下
蕃
良
朝
臣
豊
持
と
六
位
以
下
五
人
を
、
弁
備
僧
供

司
と
し
た
。
散
位
従
五
位
下
興
岑
王
・
利
見
王
・
伴
宿
禰
龍
男
・
藤
原
朝
臣
備（
吉
備
雄
）雄ら
と
六
位
二
人
を
、
検
校
講
読
二
師
房
司
と
し
た
。
散

位
従
五
位
下
春
枝
王
・
永
貞
王
・
治
部
少
輔
藤
原
朝
臣
関
雄
・
散
位
田
口
朝
臣
統
範
ら
と
六
位
以
下
四
人
を
検
校
集
会
衆
僧
房
司
と
し
た
。

こ
の
日
、
清
凉
殿
を
移
し
て
、
嘉
祥
寺
の
堂
と
し
た
。
こ
の
殿
は
先
皇
が
日
頃
居
室
と
し
て
い
た
部
屋
で
あ
る
。
天
皇
は
こ
こ
に
い
ら
っ

し
ゃ
る
に
は
偲
び
堪
え
ら
れ
ず
、
そ
の
た
め
仏
堂
と
し
て
喜
捨
し
た
も
の
で
あ
る
。
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︻
注
釈
︼

①
先
皇
の
御
忌
斎
会　

仁
明
は
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
三
月
己
亥
（
二
十
一
日
）
に
清
涼
殿
に
て
亡
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
後
、
本
年
三

月
壬
辰
（
二
十
日
）
に
は
嘉
祥
寺
で
一
周
忌
の
御
忌
斎
会
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
本
日
条
は
そ
の
た
め
の
行
事
司
の
任
命
記
事
で
あ

る
。
以
下
、
荘
厳
堂
舎
司
（
注
釈
⑥
）
十
一
人
、
弁
備
僧
供
司
（
注
釈
⑬
）
十
一
人
、
検
校
講
読
二
師
房
司
（
注
釈
⑱
）
六
人
、
検
校
集

会
衆
僧
房
司
（
注
釈
㉓
）
八
人
の
計
三
十
六
人
が
任
じ
ら
れ
た
。

②
左
京
大
夫
従
四
位
上
源
朝
臣
生　

嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
三
月
庚
子
（
二
十
二
日
）
条
注
釈
⑤
、
本
年
二
月
辛
亥
（
八
日
）
条
注
釈
⑥
参

照
。
仁
明
の
葬
送
で
は
装
束
司
を
務
め
て
い
る
。

③
雅
楽
頭
従
五
位
下
藤
原
朝
臣
貞
敏　

嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
四
月
己
酉
（
二
日
）
条
注
釈
�
参
照
。
貞
敏
は
同
条
で
も
荘
厳
堂
司
に
任

じ
ら
れ
、
仁
明
の
七
七
日
の
御
斎
会
に
勤
仕
し
て
い
る
。

④
侍
従
橘
朝
臣
信
蔭　

嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
四
月
己
酉
（
二
日
）
条
注
釈
㉓
参
照
。
信
蔭
は
同
条
で
も
荘
厳
堂
司
に
任
じ
ら
れ
、
仁
明

の
七
七
日
の
御
斎
会
に
勤
仕
し
て
い
る
。

⑤
藤
原
朝
臣
諸
藤　

嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
四
月
庚
子
（
十
七
日
）
条
注
釈
㊼
参
照
。
同
年
五
月
甲
午
（
十
七
日
）
に
侍
従
と
な
っ
て
い
る
。

⑥
荘
厳
堂
舎
司　

嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
四
月
己
酉
（
二
日
）
条
注
釈
�
参
照
。
同
条
に
み
え
る
「
荘
厳
堂
司
」
と
同
じ
で
あ
ろ
う
。

⑦
右
京
大
夫
従
四
位
下
藤
原
朝
臣
諸
成　

嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
六
月
乙
丑
（
十
九
日
）
条
注
釈
②
参
照
。

⑧
散
位
従
五
位
下
山
田
宿
禰
古
嗣　
（
七
九
八
―
八
五
四
）
越
後
介
益
人
の
長
子
。
六
国
史
に
お
け
る
初
見
は
天
長
十
年
（
八
三
三
）
十
二

月
戊
申
（
二
十
六
日
）
の
「
左
京
人
少
外
記
山
田
造
古
嗣
（
中
略
）
並
賜
宿
禰
姓
」
で
、
は
じ
め
造
姓
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

卒
伝
に
よ
る
と
、
天
長
三
年
に
陸
奧
按
察
使
記
事
、
同
五
年
少
内
記
、
同
六
年
少
外
記
、
承
和
元
年
（
八
三
四
）
大
外
記
と
み
え
（
仁

寿
三
年
（
八
五
三
）
十
二
月
丁
丑
（
二
十
一
日
）
条
）、『
後
紀
』
編
纂
に
も
大
外
記
と
し
て
携
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
他
六
国
史
に
は
、
承
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和
三
年
正
月
丁
未
（
七
日
）
正
六
位
上
か
ら
外
従
五
位
下
、
同
七
年
正
月
甲
申
（
七
日
）
従
五
位
下
、
同
十
三
年
正
月
乙
卯
（
十
三
日
）

阿
波
介
と
な
っ
た
記
事
が
み
え
、
阿
波
介
の
任
期
中
に
は
阿
波
・
美
馬
二
郡
に
上
の
池
（
大
俣
）・
浦
の
池
（
土
成
）
の
二
溝
池
を
築
く

な
ど
の
功
績
を
残
し
て
い
る
（
卒
伝
）。
そ
の
後
、
任
期
を
終
え
散
位
と
な
り
、
本
日
条
に
至
る
。
五
十
四
歳
。
仁
寿
二
年
左
京
亮
、

同
三
年
従
五
位
上
・
相
模
権
介
と
な
り
、
同
年
中
に
卒
し
た
。
山
田
氏
に
つ
い
て
は
、『
姓
氏
録
』
右
京
諸
蕃
に
「
山
田
宿
禰　

出
自

周
霊
王
太
子
晋
也
」「
山
田
造　

出
自
山
田
宿
禰
同
祖
。
忠
意
之
後
也
」、
同
河
内
諸
蕃
に
「
山
田
宿
禰　

魏
司
空
王
昶
之
後
也
」「
山

田
造　

山
田
宿
禰
同
祖
。
忠
意
之
後
也
」、
同
未
定
雑
姓
和
泉
国
に
「
山
田
造　

新
羅
国
人
天
佐
疑
利
命
之
後
者
。
不
見
」
な
ど
と
み

え
る
。

⑨
藤
原
朝
臣
有
貞　
（
八
二
七
―
七
三
）
南
家
三
守
の
七
男
。
母
は
飯
高
弟
光
の
娘
。
承
和
十
一
年
（
八
四
四
）
正
月
庚
寅
（
七
日
）
正
六

位
上
か
ら
従
五
位
下
の
叙
位
を
初
見
と
す
る
。
姉
貞
子
が
仁
明
女
御
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
幼
く
し
て
仁
明
に
近
侍
し
寵
狎
を
受
け
た

が
、
同
十
二
年
の
常
陸
権
介
へ
の
補
任
は
、
後
宮
の
寵
姫
（
母
の
過
ち
に
よ
り
源
氏
の
属
籍
を
削
ら
れ
た
登
の
生
母
、
仁
明
更
衣
三
国
氏

か
）
と
の
密
通
に
よ
る
左
遷
で
あ
っ
た
と
い
う
（
貞
観
十
五
年
（
八
七
三
）
三
月
二
十
六
日
紀
卒
伝
）。
そ
の
後
散
位
と
な
り
、
本
日
条
に

至
る
。
二
十
五
歳
。
文
徳
朝
と
な
り
先
の
件
も
許
さ
れ
た
の
か
、
仁
寿
二
年
（
八
五
二
）
二
月
乙
丑
（
二
十
八
日
）
に
は
縫
殿
頭
と
な

り
、
京
官
に
復
し
て
い
る
。

⑩
丹
墀
真
人
縄
主　

嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
五
月
庚
辰
（
三
日
）
条
注
釈
⑧
参
照
。
時
に
散
位
従
五
位
下
で
、
仁
明
の
六
七
日
に
際
し
大

安
寺
使
と
な
っ
て
い
る
。

⑪
藤
原
朝
臣
長
基　
（
生
没
年
不
詳
）
南
家
乙
麻
呂
流
大
納
言
雄
友
の
孫
で
、
文
山
の
息
。
嘉
祥
二
年
（
八
四
九
）
正
月
壬
戌
（
七
日
）
正

六
位
上
か
ら
従
五
位
下
と
な
っ
た
の
を
初
見
と
し
、
本
日
条
に
至
る
。
こ
の
他
、
仁
寿
四
年
（
斉
衡
元
年
・
八
五
四
）
二
月
辛
未
（
十
六

日
）
に
石
見
守
と
な
っ
た
こ
と
が
み
え
る
の
み
。
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⑫
大
炊
頭
外
従
五
位
下
蕃
良
朝
臣
豊
持　
（
生
没
年
不
詳
）
世
系
不
詳
。
蕃
良
氏
に
つ
い
て
は
、
承
和
元
年
（
天
長
十
一
年
・
八
三
四
）

十
一
月
癸
丑
（
七
日
）
紀
に
「
右
京
人
陰
陽
寮
允
正
六
位
上
葛
井
宿
禰
石
雄
・
兵
部
省
少
録
正
六
位
上
同
姓
鮎
川
、
賜
姓
蕃
良
朝
臣
」

と
み
え
る
。
豊
持
の
初
見
は
同
九
年
三
月
癸
亥
（
二
十
八
日
）
紀
の
「
太
政
官
遣
右
大
史
正
六
位
上
蕃
良
朝
臣
豊
持
於
鴻
臚
館
為
慰
労

焉
」
で
、
嘉
祥
二
年
（
八
四
九
）
正
月
壬
戌
（
七
日
）
外
従
五
位
下
、
同
年
二
月
壬
子
（
二
十
七
日
）
大
炊
頭
と
な
り
、
本
日
条
に
至
る
。

こ
の
後
は
地
方
官
を
歴
任
し
て
い
る
。
ま
た
貞
観
六
年
（
八
六
四
）
八
月
十
七
日
紀
に
「
右
京
人
河
内
守
従
五
位
下
蕃
良
朝
臣
豊
村
・

右
大
史
従
六
位
下
葛
井
連
宗
之
・
兵
部
少
録
正
六
位
上
葛
井
連
居
都
成
等
、
賜
姓
菅
野
朝
臣
」
と
あ
り
、
同
八
年
閏
三
月
二
十
二
日
紀

に
「
以
河
内
守
従
五
位
下
菅
野
朝
臣
豊
持
、
為
修
理
知
識
寺
仏
像
別
当
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
豊
村
」
は
豊
持
と
同
一
人
物
と
思
わ

れ
、
菅
野
朝
臣
に
改
姓
し
た
よ
う
で
あ
る
。
葛
井
・
菅
野
氏
は
い
ず
れ
も
『
姓
氏
録
』
右
京
諸
蕃
に
「
塩
君
男
味
散
君
之
後
」
と
み
え
、

王
辰
爾
の
同
族
で
あ
る
。

⑬
弁
備
僧
供
司　

本
日
条
に
し
か
み
え
な
い
語
。
僧
へ
の
供
具
を
調
え
る
役
で
あ
ろ
う
。

⑭
散
位
従
五
位
下
興
岑
王　
（
生
没
年
不
詳
）
承
和
十
三
年
（
八
四
六
）
二
月
己
亥
（
二
十
八
日
）
紀
に
「
従
五
位
下
益
善
王
男
興
岑
・
忠

道
・
忠
棟
・
忠
主
等
王
九
人
、（
中
略
）
賜
姓
清
原
真
人
」
と
み
え
る
益
善
王
の
息
と
同
一
か
。
但
し
、
本
日
条
で
は
清
原
真
人
姓
で

は
な
く
「
興
岑
王
」
と
あ
り
、
ま
た
こ
の
後
、
斉
衡
二
年
（
八
五
五
）
十
二
月
辛
丑
（
二
十
六
日
）
に
再
び
「
中
務
少
輔
従
五
位
下
興

峯
王
賜
姓
清
原
真
人
」
と
み
え
る
。

⑮
利
見
王　

嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
六
月
丁
卯
（
二
十
一
日
）
条
注
釈
①
参
照
。
同
年
四
月
甲
子
（
十
七
日
）
に
従
四
位
下
と
な
っ
て
い
る
。

⑯
伴
宿
禰
龍
男　
（
生
没
年
不
詳
）
承
和
十
三
年
（
八
四
六
）
正
月
己
酉
（
七
日
）
正
六
位
上
か
ら
従
五
位
下
。
同
月
乙
卯
（
十
三
日
）
紀
伊

守
と
な
る
が
、
嘉
祥
二
年
（
八
四
九
）
国
造
紀
高
継
と
対
立
す
る
と
、
感
情
の
ま
ま
に
兵
を
発
し
高
継
を
捕
縛
し
た
こ
と
の
僉
議
を
受

け
、
罷
免
さ
れ
た
（
閏
十
二
月
庚
午
（
二
十
一
日
）
紀
）。
し
か
し
、
同
三
年
三
月
丙
申
（
十
八
日
）
に
は
仁
明
不
予
に
よ
り
放
免
さ
れ
、
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本
日
条
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
後
、
仁
寿
二
年
（
八
五
二
）
弾
正
少
弼
と
し
て
再
び
官
職
に
就
き
、
同
四
年
越
後
守
と
な
る
。
天
安
二

年
（
八
五
八
）
に
は
前
越
後
守
龍
男
の
官
物
横
領
を
訴
え
た
国
書
生
物
部
稲
吉
を
従
者
に
撲
殺
さ
せ
た
件
で
獄
に
入
れ
ら
れ
た
が
、
こ

の
時
も
す
ぐ
に
赦
免
さ
れ
た
。
こ
の
赦
免
は
後
に
問
題
視
さ
れ
る
も
、
清
和
は
赦
免
を
妥
当
と
み
な
し
て
い
る
（
貞
観
元
年
（
天
安
三

年
・
八
五
九
）
十
二
月
二
十
七
日
紀
）。
さ
ら
に
貞
観
二
年
上
総
介
と
な
る
と
、
今
度
は
交
替
の
際
に
官
物
が
多
く
欠
け
て
い
た
と
の
理

由
で
前
上
総
介
和
豊
永
を
禁
固
し
た
が
、
豊
永
は
冤
罪
を
訴
え
、
同
四
年
太
政
官
は
禁
固
を
解
か
せ
る
な
ど
、
生
涯
に
わ
た
り
地
方
官

と
し
て
の
過
激
な
行
動
が
目
立
っ
た
。
以
後
六
国
史
上
に
は
み
え
な
い
。
名
前
か
ら
み
る
に
、
善
男
の
近
親
で
あ
ろ
う
か
。

⑰
藤
原
朝
臣
備
雄　
（
生
没
年
不
詳
）
吉
備
雄
に
同
じ
か
。
吉
備
雄
は
北
家
内
麻
呂
の
子
真
夏
の
息
で
、
是
雄
や
関
雄
（
注
釈
㉑
）
の
兄
弟

で
あ
る
。
嘉
祥
二
年
（
八
四
九
）
正
月
壬
戌
（
七
日
）
紀
の
「
正
六
位
上
（
中
略
）
藤
原
朝
臣
吉
備
雄
（
中
略
）
並
従
五
位
下
」
を
初
見

と
し
、
本
日
条
に
至
る
。
こ
の
後
、
仁
寿
三
年
（
八
五
三
）
七
月
庚
戌
（
二
十
一
日
）
掃
部
頭
、
天
安
元
年
（
斉
衡
四
年
・
八
五
七
）
四

月
丙
戌
（
十
九
日
）
越
後
権
守
、
同
二
年
正
月
己
酉
（
十
六
日
）
越
後
守
、
同
年
三
月
甲
戌
（
十
三
日
）
刑
部
少
輔
と
な
っ
て
い
る
。

⑱
検
校
講
読
二
師
房
司　

本
日
条
に
し
か
み
え
な
い
語
。
講
師
・
読
師
（
役
僧
）
の
房
を
調
え
検
め
る
役
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
右
四
人
に

加
え
て
「
六
位
二
人
」
と
あ
る
が
、
国
史
大
系
は
こ
れ
に
「
六
位
、
此
下
或
当
補
以
下
二
字
」
と
の
鼇
頭
注
を
付
す
。

⑲
散
位
従
五
位
下
春
枝
王　
（
七
九
八
―
八
五
六
）
天
武
皇
子
高
市
皇
子
の
玄
孫
、
長
屋
王
と
藤
原
長
娥
子
（
不
比
等
の
娘
）
の
子
安
宿
王

の
孫
で
、
従
五
位
下
仲
嗣
王
の
第
八
男
。
承
和
十
年
（
八
四
三
）
正
月
庚
子
（
十
一
日
）
正
六
位
上
か
ら
従
五
位
下
、
同
月
辛
丑
（
十
二

日
）
能
登
守
と
み
え
る
が
、
そ
の
後
任
期
を
終
え
散
位
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
、
本
日
条
に
至
る
。
五
十
四
歳
。
こ
の
後
、
仁
寿
三
年

（
八
五
三
）
中
務
少
輔
、
同
年
正
親
正
、
斉
衡
元
年
（
八
五
四
）
従
五
位
上
、
同
二
年
下
総
守
と
な
り
、
同
三
年
九
月
癸
丑
（
十
三
日
）

に
卒
し
た
。
人
と
な
り
は
謙
退
で
仏
道
を
尊
び
、
頗
る
国
司
と
し
て
の
政
績
が
あ
っ
た
と
い
う
。

⑳
永
貞
王　
（
生
没
年
不
詳
）
世
系
不
詳
。
永
貞
王
は
六
国
史
上
、
本
日
条
に
し
か
み
え
な
い
が
、
承
和
十
五
年
（
嘉
祥
元
年
・
八
四
八
）

訳注日本文徳天皇実録（九）61



正
月
戊
辰
（
七
日
）
紀
の
「
正
六
位
上
永
直
王
（
中
略
）
並
従
五
位
下
」、
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
三
月
乙
巳
（
二
十
七
日
）
条
の
「（
前

略
）
従
五
位
下
永
直
王
（
中
略
）
為
深
草
寺
使
」（
仁
明
初
七
日
）
に
み
え
る
「
永
直
王
」
と
同
一
か
。
な
お
永
貞
王
・
永
直
王
と
も
、

こ
れ
以
後
み
え
な
い
。

㉑
治
部
少
輔
藤
原
朝
臣
関
雄　

二
月
辛
亥
（
八
日
）
条
注
釈
①
参
照
。
嘉
祥
三
年
（
七
五
〇
）
三
月
乙
巳
（
二
十
七
日
）
仁
明
初
七
日
で
は

拝
志
寺
使
、
五
月
庚
辰
（
三
日
）
仁
明
六
七
日
で
は
興
福
寺
使
を
務
め
て
い
る
。

㉒
散
位
田
口
朝
臣
統
範　
（
生
没
年
不
詳
）
世
系
不
詳
。
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
正
月
丙
戌
（
七
日
）
正
六
位
上
か
ら
従
五
位
下
と
あ
る
の

を
初
見
と
し
、
本
日
条
に
至
る
。
こ
の
後
、
天
安
元
年
（
八
五
七
）
大
監
物
・
勘
解
由
次
官
・
左
京
亮
、
同
二
年
信
濃
権
介
、
貞
観
五

年
（
八
六
三
）
再
び
大
監
物
、
同
七
年
遠
江
守
、
同
十
一
年
か
ら
再
び
遠
江
守
、
元
慶
二
年
（
八
七
八
）
甲
斐
守
と
な
っ
て
い
る
。

㉓
検
集
校
会
衆
僧
房
司　

本
日
条
に
し
か
み
え
な
い
語
。
な
お
、
佐
伯
有
義
編
『
六
国
史
』
で
は
、「
検
校
集
会
衆
僧
房
司
」
と
す
る
。

集
会
の
衆
僧
（
凡
僧
）
の
房
を
調
え
検
め
る
役
で
あ
ろ
う
。

㉔
清
凉
殿
を
移
し
︑
嘉
祥
寺
の
堂
と
な
す　

嘉
祥
三
年
（
七
五
〇
）
五
月
丙
戌
（
九
日
）
の
仁
明
の
七
七
日
の
御
斎
会
で
は
、「
荘
厳
清
涼

殿
。
安
置
金
光
明
経
・
地
蔵
経
各
一
部
、
及
新
造
地
蔵
菩
薩
像
一
躯
」
と
、
清
涼
殿
に
経
仏
が
安
置
さ
れ
同
所
に
て
御
斎
会
が
お
こ
な

わ
れ
て
お
り
、
清
涼
殿
が
す
で
に
仏
堂
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
様
子
が
見
受
け
ら
れ
る
。
仁
明
が
清
涼
殿
で
出
家
し
て
い
た
こ
と
も

あ
り
（
同
年
三
月
丁
酉
（
十
九
日
）
紀
）、
早
く
か
ら
本
日
条
の
よ
う
な
構
想
が
有
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

㉕
讌
寝　
「
燕
寝
」
あ
る
い
は
「
宴
寝
」
と
も
。
天
子
が
日
頃
休
息
す
る
居
室
の
こ
と
。

�

（
中
村
）

●
二
月
甲
子
︵
二
十
一
日
︶
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︻
書
き
下
し
︼

①
甲（
廿
一
）子。
②
従
五
位
下
藤
原
朝
臣
興
世
を
常
陸
権
介
と
な
す
。
陸
奥
守
は
故
の
如
し
。
③
坂
上
大
宿
禰
貞
守
を
美
濃
権
介
と
な
す
。
左
近

衛
少
将
故
の
如
し
。
④
伴
宿
禰
三
宗
を
下
野
権
介
と
な
す
。
鎮
守
将
軍
は
故
の
如
し
。
⑤
正
四
位
下
高
枝
王
を
越
前
権
守
と
な
す
。
大
舎

人
頭
は
故
の
如
し
。
⑥
従
五
位
下
藤
原
朝
臣
緒
数
を
介
と
な
す
。
⑦
三
原
朝
臣
永
道
を
伯
耆
守
と
な
す
。

︻
現
代
語
訳
︼

二
十
一
日
。
従
五
位
下
藤
原
朝
臣
興
世
を
常
陸
権
介
と
し
た
。
陸
奥
守
は
元
の
通
り
と
す
る
。
坂
上
大
宿
禰
貞
守
を
美
濃
権
介
と
し
た
。

左
近
衛
少
将
は
元
の
通
り
と
す
る
。
伴
宿
禰
三
宗
を
下
野
権
介
と
し
た
。
鎮
守
将
軍
は
元
の
通
り
と
す
る
。
正
四
位
下
高
枝
王
を
越
前
権

守
と
し
た
。
大
舎
人
頭
は
元
の
通
り
と
す
る
。
従
五
位
下
藤
原
朝
臣
緒
数
を
越
前
介
と
し
た
。
三
原
朝
臣
永
道
を
伯
耆
守
と
し
た
。

︻
注
釈
︼

①
甲
子　

本
日
条
は
旬
か
つ
甲
子
に
伴
う
県
召
除
目
で
あ
ろ
う
か
。

②
従
五
位
下
藤
原
朝
臣
興
世　

嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
五
月
甲
午
（
十
七
日
）
条
注
釈
⑦
参
照
。
同
年
八
月
庚
戌
（
五
日
）
に
右
衛
門
権
佐
、

本
年
二
月
辛
亥
（
八
日
）
に
陸
奥
守
と
な
っ
て
い
る
。

③
坂
上
大
宿
禰
貞
守　

嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
四
月
己
酉
（
二
日
）
条
注
釈
㉙
参
照
。

④
伴
宿
禰
三
宗　

正
月
甲
申
（
十
一
日
）
条
注
釈
⑦
参
照
。

⑤
正
四
位
下
高
枝
王　

嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
三
月
乙
巳
（
二
十
七
日
）
条
注
釈
⑥
参
照
。
同
年
十
一
月
癸
卯
（
三
十
日
）
に
は
安
倍
安
仁

ら
と
と
も
に
山
陵
使
と
な
っ
て
い
る
。
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⑥
従
五
位
下
藤
原
朝
臣
緒
数　

嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
三
月
庚
子
（
二
十
二
日
）
条
注
釈
㊱
参
照
。
な
お
、
仁
寿
二
年
（
八
五
二
）
十
月
甲

子
（
二
日
）
条
に
も
越
前
介
の
補
任
記
事
が
み
え
る
。
あ
る
い
は
本
日
条
の
補
任
は
「
権
介
」
で
あ
っ
た
か
。

⑦
三
原
朝
臣
永
道　
（
生
没
年
不
詳
）
本
日
条
が
初
見
。
天
安
三
年
（
貞
観
元
年
・
八
五
九
）
正
月
十
三
日
に
散
位
か
ら
伯
耆
守
（
再
任
）、

同
年
二
月
十
三
日
に
出
雲
守
、
貞
観
七
年
（
八
六
五
）
正
月
二
十
七
日
に
播
磨
守
。
在
任
中
に
は
同
国
賀
古
・
美
嚢
郡
の
夷
俘
長
で

あ
っ
た
宇
賀
古
秋
野
・
尺
漢
手
纒
ら
五
人
が
国
境
を
越
え
て
近
江
国
に
不
当
に
滞
在
し
て
い
る
と
の
報
告
が
あ
っ
た
た
め
、
国
守
の
永

道
に
対
し
て
、
夷
俘
に
優
恤
を
加
え
愁
苦
を
慰
撫
し
て
、
国
境
を
越
え
さ
せ
な
い
よ
う
に
と
の
太
政
官
符
が
下
さ
れ
た
（
同
八
年
四
月

十
一
日
紀
）。
こ
の
後
は
、
同
十
九
年
（
元
慶
元
年
）
正
月
三
日
に
摂
津
権
守
で
従
五
位
上
と
な
っ
た
こ
と
が
み
え
る
。
ま
た
、『
群
書

類
従
』
第
二
十
五
輯
、
雑
部
所
収
『
桂
林
遺
芳
抄
』（
室
町
時
代
後
期
）
寮
省
之
試
事
所
引
の
或
記
に
は
、「
承
和
六
年
春
五
星
若
連
珠

詩
。
及
第
三
人
三
月
廿
日
判
少
輔

藤
原
氏
宗
朝
臣

。
孫
王
茂
世
王
桓
武
御
後
。

仲
野
親
王
男

、
三
原
永
道
、
文
長
河
」
と
あ
り
、
承
和
六
年
（
八
三
九
）
春
に
お
こ
な
わ
れ
た
文
章

生
試
に
及
第
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

�

（
林
原
）

●
二
月
丙
寅
︵
二
十
三
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

丙（
廿
三
）寅。
①
无
品
常
康
親
王
落
髪
し
て
僧
と
な
る
。
親
王
は
、
先
皇
第
七
子
な
り
。
②
母
は
紀
氏
。
少
く
し
て
沈
敏
、
風
情
察
す
べ
し
。
先

皇
諸
子
の
中
、
特
に
鍾
愛
す
る
所
な
り
。
親
王
先
皇
を
追
慕
し
、
悲
哽
已
む
こ
と
無
く
、
遂
に
仏
理
に
帰
し
て
、
冥
救
を
求
む
る
な
り
。

︻
現
代
語
訳
︼
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二
十
三
日
。
无
品
常
康
親
王
が
落
髪
し
て
僧
と
な
っ
た
。
親
王
は
、
先（
仁
明
）皇の

第
七
子
で
あ
る
。
母
は
紀
氏
。
幼
い
頃
か
ら
落
ち
着
い
て
敏

く
、
よ
く
風
情
を
解
し
た
。
先
皇
の
諸
皇
子
の
中
で
、
特
に
鍾
愛
さ
れ
た
。
親
王
は
先
皇
を
追
慕
し
て
、
悲
し
み
む
せ
ぶ
こ
と
を
止
め
ず
、

遂
に
仏
道
に
帰
依
し
、
仏
に
よ
る
救
い
を
求
め
た
。

︻
注
釈
︼

①
无
品
常
康
親
王　
（
？
―
八
六
九
）
仁
明
の
第
七
皇
子
。
母
は
更
衣
紀
種
子
（
注
釈
②
）。
承
和
七
年
（
八
四
〇
）
に
は
志
摩
国
答
志
島
を

賜
っ
た
。
本
日
条
で
出
家
し
、
雲
林
院
宮
と
称
し
た
。
貞
観
十
一
年
（
八
六
九
）
旧
居
雲
林
院
を
遍
照
（
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
三
月
丙

午
（
二
十
八
日
）
条
注
釈
①
参
照
）
に
付
し
て
精
舎
と
し
、
天
台
の
教
え
を
学
ば
せ
、
父
の
徳
に
報
い
よ
う
と
し
た
（
元
慶
八
年
（
八
八

四
）
九
月
十
日
紀
）。
同
年
五
月
十
四
日
薨
去
（『
要
記
』）。
著
作
に
『
洞
中
小
集
』
が
あ
る
。
な
お
雲
林
院
は
、
元
慶
八
年
に
元
慶
寺

別
院
と
さ
れ
た
。『
尊
卑
』『
紹
運
録
』
で
は
、
空
也
上
人
を
子
と
し
て
載
せ
る
。

②
母
は
紀
氏　

紀
種
子
（
？
―
八
六
九
）。
名
虎
の
娘
。
静
子
（
文
徳
キ
サ
キ
）
の
姉
。
常
康
親
王
・
真
子
内
親
王
の
生
母
。
承
和
六
年

（
八
三
九
）
正
月
辛
酉
（
八
日
）
に
正
五
位
下
、
の
ち
正
五
位
上
に
進
み
、
貞
観
四
年
（
八
六
二
）
六
月
十
四
日
に
は
平
城
旧
京
中
の
勅

旨
田
三
〇
町
と
興
福
寺
宿
院
を
与
え
ら
れ
た
。

�

（
林
原
）

●
二
月
丁
卯
︵
二
十
四
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

丁（
廿
四
）卯。
①
正
三
位
藤
原
朝
臣
貞
子
、
出
家
し
て
尼
と
な
る
。
貞
子
は
、
先
皇
の
女
御
な
り
。
風
姿
魁
麗
に
し
て
、
②
言
必
ず
典
礼
あ
り
。

訳注日本文徳天皇実録（九）65



宮
掖
の
内
、
其
の
徳
行
を
仰
ぎ
、
先
皇
之
を
重
ん
じ
、
寵
数
殊
絶
な
り
。
内
愛
有
る
と
雖
ど
も
、
必
ず
外
敬
を
加
う
。
先
皇
の
崩
ず
る
後
、

哀
慕
追
恋
し
、
肯
え
て
飲
食
せ
ず
。
形
容
毀
削
し
、
臥
頭
の
下
、
毎
旦
涕
泣
の
処
有
り
。
左
右
之
を
見
て
、
悲
感
に
堪
え
ず
。
遂
に
先
皇

の
た
め
に
、
誓
い
て
大
乗
道
に
入
る
。
戒
行
薫
脩
し
、
遺
類
有
る
こ
と
無
し
。
道
俗
之
を
称
す
。

︻
現
代
語
訳
︼

二
十
四
日
。
正
三
位
藤
原
朝
臣
貞
子
が
出
家
し
て
尼
と
な
っ
た
。
貞
子
は
、
先（
仁
明
）皇の

女
御
で
あ
る
。
容
姿
は
他
の
者
に
比
べ
て
抜
き
ん
出

て
美
し
く
、
発
言
は
必
ず
礼
儀
に
か
な
っ
た
。
宮
中
で
は
、
貞
子
の
徳
望
が
敬
わ
れ
、
先
皇
は
こ
れ
を
重
ん
じ
て
、
格
別
に
寵
愛
し
た
。

寵
愛
さ
れ
て
い
な
が
ら
も
、
他
者
へ
の
敬
意
を
忘
れ
な
か
っ
た
。
先
皇
の
崩
御
後
、
そ
の
死
を
悲
し
み
慕
い
続
け
、
全
く
飲
食
を
し
な

か
っ
た
。
容
貌
は
痩
せ
衰
え
、
伏
し
た
頭
の
下
に
は
、
毎
朝
涙
を
流
し
た
痕
が
あ
っ
た
。
周
囲
の
人
々
は
こ
れ
を
見
て
、
悲
し
み
嘆
く
こ

と
を
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
遂
に
先
皇
の
た
め
に
、
誓
っ
て
大
乗
道
に
帰
依
し
、
仏
道
修
行
の
み
に
専
心
し
た
。
僧
侶
も
俗
人
も
こ
れ
を

称
賛
し
た
。

︻
注
釈
︼

①
正
三
位
藤
原
朝
臣
貞
子　

嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
七
月
辛
丑
（
二
十
六
日
）
条
注
釈
①
参
照
。
父
三
守
が
大
納
言
と
し
て
政
治
の
表
舞

台
に
復
帰
し
た
の
が
天
長
五
年
（
八
二
八
）、
所
生
の
親
子
内
親
王
の
推
定
生
年
が
同
十
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
天
長
五
～
九
年
に
掖

庭
入
り
し
た
と
み
る
説
も
あ
る
（
大
和
典
子
「
仁
明
天
皇
女
御
藤
原
貞
子
に
つ
い
て
―
承
和
年
間
の
後
宮
と
南
家
藤
原
氏
―
」（『
政
治
経
済
史

学
』
二
六
六
、
一
九
八
八
年
））。

②
言
必
ず
典
礼
あ
り　
『
晋
書
』
巻
三
十
一
、
列
伝
第
一
后
妃
上
文
明
王
皇
后
に
「（
前
略
）
后
雖
処
尊
位
、
不
忘
素
業
、
躬
執
紡
績
、
器
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服
無
文
、
御
浣
濯
之
衣
、
食
不
参
味
。
而
敦
睦
九
族
、
垂
心
万
物
、
言
必
典
礼
、
浸
潤
不
行
（
後
略
）」、
元
正
即
位
前
紀
に
「
天
皇
、

神
識
沈
深
。
言
必
典
礼
」
と
女
性
に
対
す
る
使
用
例
が
み
え
る
。

�

（
林
原
）

●
三
月
癸
酉
朔

︻
書
き
下
し
︼

三
月
癸
酉
朔
。
日
蝕
ゆ
る
こ
と
有
り
。

︻
現
代
語
訳
︼

三
月
一
日
。
日
食
が
あ
っ
た
。

�

（
木
本
）

●
甲
戌
︵
二
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

甲（
二
）戌

。
①
筑
後
国
高
良
山
玉
垂
神
に
正
四
位
下
を
加
う
。

︻
現
代
語
訳
︼

二
日
。
筑
後
国
高
良
山
玉
垂
神
に
正
四
位
下
を
授
け
た
。
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︻
注
釈
︼

①
筑
後
国
高
良
山
玉
垂
神　

嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
十
月
辛
亥
（
七
日
）
条
注
釈
⑭
参
照
。

�

（
木
本
）

●
三
月
戊
寅
︵
六
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

戊（
六
）寅

︒
卌
二
僧
を
①
東
宮
に
請
い
、
大
般
若
経
を
転
読
す
。

︻
現
代
語
訳
︼

六
日
。
僧
四
十
二
人
を
東
宮
に
招
き
、
大
般
若
経
を
転
読
さ
せ
た
。

︻
注
釈
︼

①
東
宮　

文
徳
の
御
在
所
。
仁
明
の
崩
御
後
、
文
徳
は
「
東
宮
雅
院
」
に
遷
り
（
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
三
月
己
亥
（
二
十
一
日
））、
同
年

四
月
戊
午
（
十
一
日
）
に
「
中
殿
」
に
遷
っ
て
い
る
。
但
し
、
仁
寿
三
年
（
八
五
三
）
二
月
庚
辰
（
二
十
日
）
に
は
「
帝
自
東
宮
移
幸

梨
下
院
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
ま
で
御
在
所
は
東
宮
で
あ
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
な
お
、「
中
殿
」
へ
の
遷
御
は
嘉
祥
三

年
四
月
甲
子
（
十
七
日
）
に
お
こ
な
わ
れ
た
即
位
式
の
た
め
の
一
時
的
な
措
置
で
あ
り
、
そ
の
後
に
東
宮
に
戻
っ
た
も
の
と
理
解
さ
れ

る
（
神
谷
正
昌
『
清
和
天
皇
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
一
年
））。
嘉
祥
三
年
五
月
庚
寅
（
十
三
日
）・
十
月
丁
卯
（
二
十
三
日
）
に
も
東
宮

に
お
い
て
大
般
若
経
の
転
読
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
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�

（
木
本
）

●
三
月
辛
巳
︵
九
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

辛（
九
）巳
。
般
若
読
み
訖
ん
ぬ
。
嚫し
ん

賚ら
い

は
常
の
如
し
。
更
に
恩
勅
有
り
て
、
度
者
各
一
人
を
施
す
。

︻
現
代
語
訳
︼

九
日
。
大
般
若
経
の
転
読
が
終
了
し
た
。
僧
へ
の
布
施
は
い
つ
も
の
通
り
で
あ
る
。
更
に
恩
勅
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
度
者
一
人
を
許
し

た
。

�

（
木
本
）

●
三
月
壬
午
︵
十
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

壬（
十
）午
。
①
右
大
臣
藤
原
朝
臣
良
房
、
②
東
都
第
に
智
行
名
僧
を
延
屈
し
、
③
先
皇
の
お
お
ん
た
め
、
法
華
経
を
講
ず
。
徃
年
先
皇
は
大
臣

家
の
園
の
桜
樹
の
甚
だ
美
し
き
を
聞
く
こ
と
有
り
て
、
戯
れ
に
大
臣
に
許
す
に
、
明
年
の
春
其
の
花
を
翫よ
ろ
こ

ぶ
こ
と
有
る
を
以
て
す
。
俄

か
に
し
て
仙
駕
化
去
し
、
遊
賞
を
遂
げ
ず
。
属
こ
の
ご
ろ

春
来
た
り
て
花
発ひ
ら

き
、
大
臣
恨
み
て
曰
く
、
先
皇
期
す
る
所
の
春
、
今
日
是
れ
な
り
。

春
来
た
り
て
期
に
依
る
も
、
仙
去
し
て
帰
さ
ず
。
花
は
是
れ
人
に
非
ず
。
悲
し
み
に
堪
う
べ
か
ら
ず
、
と
。
道
俗
の
会
す
る
者
、
之
が
た

め
に
流
涕
せ
ざ
る
な
し
。
公
卿
・
大
夫
或
い
は
詩
を
賦
し
懐
を
述
べ
、
或
い
は
和
歌
に
逝
を
嘆
く
。
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︻
現
代
語
訳
︼

十
日
。
右
大
臣
藤
原
朝
臣
良
房
が
東
都
第
に
智
行
を
備
え
た
名
僧
を
招
き
、
先（
仁
明
）皇の

た
め
に
法
華
経
を
講
じ
た
。
生
前
、
仁
明
は
良
房
の

邸
宅
の
庭
に
あ
る
桜
が
と
て
も
美
し
い
と
聞
き
、
戯
れ
に
、
来
年
の
春
に
は
そ
の
花
を
愛
で
に
い
こ
う
と
良
房
と
約
束
を
し
た
。
そ
の
後

ま
も
な
く
仁
明
は
崩
御
し
、
桜
を
観
賞
す
る
こ
と
は
叶
わ
な
か
っ
た
。
春
が
来
て
花
が
咲
き
、
良
房
は
こ
れ
を
恨
ん
で
言
っ
た
。「
先
皇

と
約
束
し
た
春
が
、
ま
さ
に
今
や
っ
て
き
た
。
春
が
来
て
約
束
に
従
お
う
と
思
っ
て
も
、
先
皇
は
亡
く
な
り
、
帰
っ
て
く
る
こ
と
は
な
い
。

花
が
咲
い
て
も
そ
の
人
は
お
ら
ず
、
悲
し
み
に
堪
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
。
僧
侶
も
俗
人
も
、
参
会
し
た
者
で
良
房
の
言
葉
に
涙
を

流
さ
な
い
者
は
い
な
か
っ
た
。
公
卿
や
大
夫
は
、
思
い
出
を
漢
詩
に
詠
み
、
崩
御
を
嘆
く
和
歌
を
詠
ん
だ
。

︻
注
釈
︼

①
右
大
臣
藤
原
朝
臣
良
房　

嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
十
一
月
壬
辰
（
十
九
日
）
条
注
釈
①
参
照
。
良
房
の
妻
は
仁
明
の
異
母
姉
妹
源
潔
姫

で
あ
る
。
ま
た
、
文
徳
の
母
が
良
房
の
同
母
妹
で
仁
明
女
御
順
子
で
あ
る
か
ら
、
良
房
は
文
徳
の
外
伯
父
に
あ
た
る
。
さ
ら
に
、
娘
で

文
徳
女
御
明
子
所
生
の
惟
仁
親
王
が
、
生
後
九
ヶ
月
で
異
母
兄
の
惟
喬
親
王
ら
を
越
え
て
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
て
お
り
（
嘉
祥
三
年

十
一
月
戊
戌
（
二
十
五
日
）
条
参
照
）、
現
皇
太
子
の
外
祖
父
で
も
あ
る
。

②
東
都
第　

藤
原
良
房
の
邸
宅
で
染
殿
・
東
一
条
第
と
も
い
う
。
本
日
条
が
初
見
。『
拾
芥
抄
』
に
よ
れ
ば
京
極
大
路
西
、
正
親
町
小
路

北
に
所
在
し
た
。
邸
内
に
は
花
亭
・
釣
台
・
射
殿
・
望
遠
亭
な
ど
の
建
物
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
後
、
文
徳
（
仁
寿
三
年

（
八
五
三
）
二
月
庚
寅
（
三
十
日
））・
清
和
（
貞
観
六
年
（
八
六
四
）
二
月
二
十
五
日
・
同
八
年
閏
三
月
丙
午
朔
）
も
同
所
へ
観
桜
に
赴
い
て

い
る
。
な
お
、
文
徳
女
御
の
明
子
は
同
所
を
御
在
所
と
し
た
こ
と
で
「
染
殿
后
」
と
呼
ば
れ
た
。

③
先
皇
の
お
お
ん
た
め
︙　

嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
三
月
己
亥
（
二
十
一
日
）
に
崩
御
し
た
仁
明
の
一
周
忌
供
養
の
た
め
に
良
房
が
開
催
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し
た
法
会
。

�

（
木
本
）

●
三
月
丁
亥
︵
十
五
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

丁（
十
五
）亥。
地
震
う
。

︻
現
代
語
訳
︼

十
五
日
。
地
震
が
あ
っ
た
。

�

（
木
本
）

●
三
月
壬
辰
︵
二
十
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

壬（
廿
）辰
。
①
先
皇
の
御
忌
斎
会
を
②
嘉
祥
寺
に
お
い
て
修
す
。
百
官
尽
く
会
す
。

︻
現
代
語
訳
︼

二
十
日
。
先（
仁
明
）皇の
御
忌
斎
会
を
嘉
祥
寺
で
お
こ
な
っ
た
。
百
官
が
皆
参
会
し
た
。
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︻
注
釈
︼

①
先
皇
の
御
忌
斎
会　

仁
明
の
一
周
忌
供
養
。
本
日
条
に
先
立
っ
て
、
本
年
二
月
丙
辰
（
十
三
日
）
に
行
事
司
を
定
め
て
い
る
。

②
嘉
祥
寺　

本
年
二
月
丙
辰
（
十
三
日
）
に
仁
明
が
崩
じ
た
清
涼
殿
を
移
築
し
て
嘉
祥
寺
と
し
て
い
る
。
現
在
の
嘉
祥
寺
（
現
京
都
市
伏

見
区
深
草
坊
町
）
は
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
に
空
心
が
嘉
祥
寺
の
名
を
惜
し
ん
で
再
興
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
も
の
で
、
そ
の
寺
地
は
元

の
嘉
祥
寺
の
地
で
は
な
い
。『
山
城
名
跡
巡
行
志
』
は
善
福
寺
（
現
京
都
市
伏
見
区
深
草
瓦
町
）
に
そ
の
旧
跡
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま

た
、
貞
観
八
年
（
八
六
六
）
九
月
二
十
五
日
、
伴
善
男
配
流
に
関
す
る
仁
明
の
深
草
山
陵
（
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
三
月
癸
卯
（
二
十
五

日
）
条
注
釈
①
参
照
）
へ
の
報
告
の
中
に
、「
又
御
陵
乃
前
頭
尓
嘉
祥
寺
乃
食
堂
乎
作
天
、
汚
穢
事
等
在
介
り
。
因
茲
破
弃
天
潔
久
掃
奉
仕
志
牟
」

と
あ
り
、
善
男
が
同
寺
の
食
堂
を
建
て
、
そ
れ
が
応
天
門
の
変
を
経
て
取
り
壊
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
「
御
陵
乃
前
頭
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
寺
が
深
草
山
陵
の
傍
に
建
立
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
生
前
に
御
在
所
と
し
た
清
涼
殿
を
山
陵
近
く
に
寺
と
し

て
移
築
し
た
点
や
、
本
日
条
に
お
い
て
仁
明
の
一
周
忌
供
養
を
お
こ
な
っ
て
い
る
点
か
ら
、
同
寺
に
は
仁
明
の
菩
提
を
弔
う
役
割
が
担

わ
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、
寺
名
に
嘉
祥
の
年
号
が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
元
慶
二
年
（
八
七
八
）
二
月
五
日
に
は

定
額
寺
に
列
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
仁
明
個
人
の
菩
提
を
弔
う
だ
け
で
な
く
、
国
家
安
寧
を
祈
願
す
る
官
寺
的
な
機

能
も
持
っ
て
い
た
と
の
指
摘
が
あ
る
（
大
石
雅
章
『
日
本
中
世
社
会
と
寺
院
』（
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
四
年
））。
な
お
、
仁
和
三
年
（
八

八
七
）
五
月
二
十
四
日
に
は
仁
明
女
御
藤
原
貞
子
の
た
め
に
転
念
功
徳
が
修
さ
れ
、
ま
た
寛
平
元
年
（
仁
和
五
年
・
八
八
九
）
九
月
二
十

四
日
に
は
仁
明
の
息
子
で
あ
る
光
孝
の
た
め
に
法
華
八
講
が
お
こ
な
わ
れ
る
な
ど
、
仁
明
の
近
親
者
の
た
め
の
法
要
も
散
見
す
る
。

�

（
木
本
）

●
三
月
癸
巳
︵
二
十
一
日
︶
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︻
書
き
下
し
︼

癸（
廿
一
）巳。

月
蝕
ゆ
る
こ
と
有
り
。
既つ

き
た
り
。

︻
現
代
語
訳
︼

二
十
一
日
。
皆
既
月
食
が
あ
っ
た
。

�

（
木
本
）

●
三
月
己
亥
︵
二
十
七
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

己（
廿
七
）亥。
①
水
鳥
有
り
。
鷺
に
似
る
も
小
さ
し
。
其
の
名
を
得
ず
。
殿
前
の
梅
樹
に
集
ま
る
。
何
を
以
て
か
之
を
書
か
ん
。
異
を
記
す
な
り
。

︻
現
代
語
訳
︼

二
十
七
日
。
水
鳥
が
飛
来
し
た
。
鷺
に
似
て
い
る
が
小
さ
い
。
名
前
は
分
か
ら
な
い
。
殿
舎
の
前
に
あ
る
梅
の
木
に
集
ま
っ
て
い
る
。
ど

う
し
て
こ
れ
を
記
し
た
の
か
と
い
う
と
、
怪
異
だ
か
ら
で
あ
る
。

︻
注
釈
︼

①
水
鳥
有
り
︙　

嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
四
月
癸
丑
（
六
日
）
条
に
も
カ
ワ
セ
ミ
が
東
宮
に
現
れ
た
こ
と
を
、
怪
異
と
し
て
記
し
て
い
る
。

�

（
木
本
）
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付
記　

本
稿
は
、『
史
窓
』
第
八
十
一
号
（
京
都
女
子
大
学
史
学
会
、
二
〇
二
四
年
三
月
刊
行
）
に
て
報
告
し
た
嘉
祥
三
年
十
二
月
癸
酉
（
三
十

日
）
条
に
続
く
も
の
で
あ
る
。
注
釈
に
あ
る
本
稿
未
収
録
条
に
関
す
る
参
照
表
記
は
、『
史
窓
』
第
七
十
七
号
～
第
八
十
一
号
な
ら
び
に
『
京
都

女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
紀
要　

史
学
編
』
第
二
十
一
号
～
第
二
十
三
号
掲
載
の
前
報
告
を
参
照
さ
れ
た
い
。�

（
中
村
）

追
記　

原
稿
・
校
正
の
整
理
に
は
中
村
み
ど
り
が
あ
た
っ
た
。
記
し
て
そ
の
労
を
多
と
す
る
。�

（
告
井
）
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